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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（新規上場申請手続） 

第３条 （略） 

（新規上場申請手続） 

第３条 （略） 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。た

だし、第７号ａ及び第８号ａに掲げる書類につ

いては、本所がその都度定める日までに提出す

れば足りるものとする。 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７）新規上場申請者の幹事金融商品取引業者（幹

事である金融商品取引業者をいう。）である本

所の会員（会員に準じるものとして本所が適当

と認める非会員金融商品取引業者を含む。以下

｢幹事会員｣という。）が作成した次のａからｃ

までに掲げる書類 

 ａ 本所所定の「推薦書」。ただし、Ｑ－Ｂｏ

ａｒｄへの新規上場申請者は、添付を要しな

い。 

 ｂ 本所所定の「確認書」 

 ｃ 公開指導及び引受審査の過程で特に留意し

た事項及び重点的に確認した事項を記載した

書面 

（７） 新規上場申請者の幹事金融商品取引業者

（幹事である金融商品取引業者をいう。）であ

る本所の会員（会員に準じるものとして本所が

適当と認める非会員金融商品取引業者を含む。

以下｢幹事会員｣という。）が作成した本所所定

の推薦書 

  ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者

は、添付を要しない。 

（８）～（９） （略） （８）～（９） （略） 

３～５ （略） ３～９ （略） 

６ 新規上場申請者は、その上場申請に係る有価

証券の上場日が次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該各号に規定する書類各２部を提出

するものとする。 

６ 新規上場申請者は、その上場申請に係る有価

証券の上場日が次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該各号に規定する書類各２部を提出

するものとする。 

（１）新規上場申請日の属する事業年度が開始し

た日以後３か月を経過した後となる場合 

   当該事業年度の第１四半期に関し、本所が

定める事項を記載した「上場申請のための四

半期報告書」。ただし、新規上場申請者が四

半期報告書を作成している継続開示会社であ

るときは、四半期報告書の写しで足りるもの

（１）新規上場申請日の属する事業年度が開始し

た日以後３か月を経過した後となる場合 

   当該事業年度の第１四半期に関し、本所が

定める事項を記載した「上場申請のための四

半期報告書」。この場合において、「上場申

請のための四半期報告書」は、開示府令第１

７条の１５第１項第１号に規定する「第４号
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とする(次の第２号及び第３号に定める「上場

申請のための四半期報告書」において同じ。）。

の３様式」に準じて作成するものとし、新規

上場申請者が四半期報告書を作成している継

続開示会社であるときは、四半期報告書の写

しで足りるものとする(次の第２号及び第３

号に定める「上場申請のための四半期報告書」

において同じ。）。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 第１号から第３号の規定に基づき「上場

申請のための四半期報告書」又は四半期報告書

の写しを提出する新規上場申請者が、連結財務

諸表を作成すべき会社である場合 

  第１号から第３号までに規定する期間の末日

における四半期貸借対照表 

（新設） 

７～９ （略） ７～９ （略） 

１０ 新規上場申請者が国内の他の金融商品取引

所に上場されている株券の発行者である場合の

第１項に規定する有価証券上場申請書には、第

２項から第９項までの規定にかかわらず、次の

各号に掲げる書類を添付するものとする。 

１０ 新規上場申請者が国内の他の金融商品取引

所に上場されている株券の発行者である場合の

第１項に規定する有価証券上場申請書には、第

２項から第７項までの規定にかかわらず、次の

各号に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） その他本所が必要と認める書類 （新設） 

１１・１２ （略） １１・１２ （略） 

  

（本則市場へ上場申請を行う新規上場申請者が上

場日以前に合併等を実施する予定である場合の特

例） 

 

第４条の２ 第２条第１項の規定にかかわらず、

新規上場申請者が次の各号に掲げる行為を予定

している場合には、当該各号に掲げる行為の区

分に従い、当該各号に定める者が発行する株券

等の上場申請を行うことができるものとする。

（新設） 

 （１） 上場日以前に解散会社となる合併（上

場会社が当事会社となる場合を除く。） 

    合併に係る新設会社若しくは存続会社又

は存続会社の親会社（当該会社が発行者で

ある株券等を当該合併に際して交付する場
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合に限る。） 

 （２） 上場日以前に他の会社の完全子会社と

なる株式交換又は株式移転（上場会社が当

事会社となる場合を除く。） 

    当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株

式交換又は株式移転に際して交付する場合

に限る。） 

 

２ 前項の規定により本則市場へ上場申請を行う

新規上場申請者は、第３条第１項から第１０項

までに規定する書類のほか、本所が定める書類

を本所がその都度定める日までに提出するもの

とする。 

（新設） 

３ 第１項の規定による本則市場への上場申請に

あっては、第７条の４の第１号及び第７条の５

に規定する書類の提出は、第１項各号に定める

者が提出するものとする。 

（新設） 

４ 第１項の規定により本則市場へ上場申請を行

う新規上場申請者についての株券上場審査基準

第４条第１項の規定の適用については、同条第

７号ｄ中「新規上場申請者に係る株券等」とあ

るのは「新規上場申請者が発行する株券等」と

する。 

（新設） 

５ 第１項の規定により本則市場へ上場申請を行

う新規上場申請者についての株券上場審査基準

第４条第２項の規定の適用については、同項中

「前項第３号から第７号まで」とあるのは「前

項第３号から第６号まで、有価証券上場規程第

４条の２第４項において読み替えて適用する第

４項第１項第７号」とする。 

（新設） 

  

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへ上場申請を行う新規上場申請

者が上場日以前に合併等を実施する予定である場

合） 

第４条の３ 第２条第１項の規定にかかわらず、

新規上場申請者が、次の各号に掲げる行為を予

 

 

 

（新設） 
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定している場合には、当該各号に掲げる行為の

区分に従い、当該各号に定める者が発行する株

券等のＱ－Ｂｏａｒｄへの上場申請を行うこと

ができるものとする。 

（１） 上場日以前に解散会社となる合併（上場

会社が当事会社となる場合を除く。） 

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限

る。） 

 

（２） 上場日以前に他の会社の完全子会社とな

る株式交換又は株式移転（上場会社が当事会

社となる場合を除く。） 

   当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株式

交換又は株式移転に際して交付する場合に限

る。 

 

２ 前項の規定によりＱ－Ｂｏａｒｄへ上場申請

を行う新規上場申請者は、第３条第１項から第

１０項までに規定する書類のほかに、本所が定

める書類を本所がその都度定める日までに提出

するものとする。 

（新設） 

３ 第１項の規定によるＱ－Ｂｏａｒｄへの上場

申請にあっては、第７条の４第１号及び第７条

の５に規定する書類の提出は、第１項各号に定

める者が提出するものとする。 

（新設） 

４ 第１項の規定により、Ｑ－Ｂｏａｒｄへ上場

申請を行う新規上場申請者についての株券上場

審査基準第６条第１項の適用については、同条

第５号ｄ中「上場申請に係る株券等」とあるの

は「新規上場申請者が発行する株券等」とする。

（新設） 

  

（上場市場の変更申請を行う上場会社が市場変更

日以前に合併等を実施する予定である場合の特

例） 

 

第４条の４ 上場会社は、次の各号に掲げる行為 （新設） 
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を予定している場合には、当該各号に掲げる行

為の区分に従い、当該各号に定める者が発行す

る上場株券等の上場市場の変更の申請を行うこ

とができるものとする。 

（１） 上場市場の変更日以前に解散会社となる

合併 

   合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である

株券等を当該合併に際して交付する場合に限

る。） 

 

（２） 上場市場の変更日以前に他の会社の完全

子会社となる株式交換又は株式移転 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社

（当該会社が発行者である株券等を当該株式

交換又は株式移転に際して交付する場合に限

る。） 

 

２ 前項の規定により本則市場への上場市場の変

更申請を行う上場会社についての第１２条の３

第２項の規定の適用については、同項中「当該

上場市場変更申請者が発行者であるすべての上

場有価証券」とあるのは「当該上場市場の変更

申請に係るすべての上場株券等」とする。 

（新設） 

３ 第１項の規定により本則市場への上場市場の

変更申請を行う場合にあっては、第１２条の３

第３項及び第４項に規定する書類のほか、本所

が定める書類を本所がその都度定める日までに

提出するものとする。 

（新設） 

４ 第１項の規定により本則市場への上場市場の

変更申請を行う上場会社についての株券上場審

査基準第７条第１項の規定の適用については、

同項中「第４条第１項から（第７号の２及び第

９号を除く。）から第４項」とあるのは「有価

証券上場規程第４条の２第４項の規定により読

み替えて適用する第４条第１項及び第４条の２

第５項の規定により読み替えて適用する第４条

第２項」とする。 

（新設） 
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（上場市場の変更） （上場市場の変更） 

第１２条の３ 上場有価証券のＱ－Ｂｏａｒｄか

らの本則市場への上場市場の変更は、上場有価

証券の発行者からの申請により行うものとす

る。 

第１２条の３ 上場有価証券のＱ－Ｂｏａｒｄか

らの上場市場の変更（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄

をＱ－Ｂｏａｒｄに係る上場制度以外の上場制

度に基づき上場する有価証券とすることをい

う。以下同じ｡）及びＱ－Ｂｏａｒｄへの上場市

場の変更(Ｑ－Ｂｏａｒｄに係る上場制度以外

の上場制度に基づき上場する有価証券をＱ－Ｂ

ｏａｒｄ上場銘柄とすることをいう。以下同

じ｡)は、上場有価証券の発行者からの申請によ

り行うものとする。ただし、当該上場市場の変

更は、上場後２年間以上を経過していない場合

には、申請できないものとする。 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄから本則市場への上場市場の

変更を申請する者(以下「上場市場変更申請者」

という｡）は、当該上場市場変更申請者が発行者

であるすべての上場有価証券（受益証券を除

く。）について上場市場の変更申請を行うもの

とする。 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更又はＱ

－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更を申請する者

(以下「上場市場変更申請者」という｡）は、当

該上場市場変更申請者が発行者であるすべての

上場有価証券(受益証券を除く。）について上場

市場の変更申請を行うものとする。 

３ 上場市場変更申請者は、本所所定の「上場市

場の変更申請書」及び「上場市場の変更申請に

係る宣誓書」を提出するものとする。 

３ 上場市場変更申請者は、本所所定の「上場市

場変更申請書」を提出するものとする。 

４ 前項に規定する「上場市場の変更申請書」に

は、上場市場変更申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業内容に関する重要な

事項等を記載した「上場市場の変更申請のため

の有価証券報告書」その他本所が定める書類を

添付するものとする。 

４ 第３条第２項（第１号、第４号及び第６号か

ら第９号までに限る。）及び第７項の規定は、

前項に規定する「上場市場の変更申請書」に添

付する書類について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「上場申請」とあるのは「上

場市場の変更申請」と、「新規上場申請者」と

あるのは「上場市場変更申請者」と、「有価証

券の上場」とあるのは「上場有価証券の上場市

場の変更」と読み替えるものとする。 

５ 本所は、上場市場の変更審査のために必要と

認めるときは、上場市場変更申請者に対し前各

項に規定する書類のほか参考となるべき報告又

は資料の提出その他上場市場の変更審査に対す

５ 第３条第１１項の規定は、上場市場の変更審

査について準用する。 
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る協力を求めることができるものとする。 

（削る） ６ 上場市場変更申請者は、Ｑ‐Ｂｏａｒｄから

の上場市場の変更又はＱ‐Ｂｏａｒｄへの上場

市場の変更の申請を行う時に、本所所定の上場

市場の変更申請に係る宣誓書を提出するものと

する。 

  

（上場市場の変更審査料） 

第１２条の４ 上場市場変更申請者は、本所が定

める金額の上場市場の変更審査料を、上場市場

の変更申請日に納入するものとする。ただし、

第１２条の５第１項の規定に基づき上場市場の

変更予備申請を行った有価証券について、上場

市場の変更予備申請書に記載した上場市場の予

備申請を行おうとする日の属する事業年度（上

場市場の変更申請を行おうとする日がその直前

事業年度の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の前事業年度）に

上場市場の変更申請を行う場合には、上場市場

の変更審査料を納入することを要しない。 

（上場市場の変更審査料） 

第１２条の４ 上場市場変更申請者は、本所が定

める金額の上場市場の変更審査料を、上場市場

の変更申請日に納入するものとする。 

  

（上場市場の変更予備申請） 

第１２条の５ 上場市場の変更申請を行おうとす

る者は、当該申請を行おうとする日の直前事業

年度の末日（当該申請を行おうとする日がその

直前事業年度の末日から起算して１か月以内で

ある場合には、当該直前事業年度の前事業年度

の末日）から３か月前より後においては、上場

市場の変更申請を行おうとする日その他の事項

を記載した「上場市場の変更予備申請書」及び

上場市場の変更申請に必要な書類に準じて作成

した書類（提出することができるもので足り

る。）を提出することにより、上場市場の変更

申請の予備的申請（以下「上場市場の変更予備

申請」という。）を行うことができる。 

 

（新設） 

２ 前項の規定により上場市場の変更予備申請が  
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行われた場合には、第１２条の６第１項に規定

する「株券上場審査基準」に適合する見込みが

あるかどうかについて審査を行う。 

３ 第１２条の３第５項の規定は、前項の審査を

行う場合について準用する。 

 

４ 上場市場の変更予備申請を行う者は、本所が

定める金額の上場市場の変更予備審査料を、上

場市場の変更予備申請の日に本所に納入するも

のとする。 

 

  

（上場市場の変更審査） （上場市場の変更審査） 

第１２条の６ （略） 第１２条の５ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更） 

第１２条の７ 前４条の規定にかかわらず、Ｑ－

Ｂｏａｒｄの上場会社が本則市場の上場会社の

吸収合併又はこれに類するものとして本所が定

める行為を行った場合で、当該Ｑ－Ｂｏａｒｄ

の上場会社が実質的な存続会社でないと本所が

認めたときは、本所が定める日に、当該上場会

社が発行者であるすべての上場有価証券につい

て、Ｑ－Ｂｏａｒｄから本則市場への上場市場

の変更を行うものとする。 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更） 

第１２条の６ 前３条の規定にかかわらず、Ｑ－

Ｂｏａｒｄの上場会社が既存市場の上場会社の

吸収合併又はこれに類するものとして本所が定

める行為を行った場合で、当該Ｑ－Ｂｏａｒｄ

の上場会社が実質的な存続会社でないと本所が

認めたときは、本所が定める日に、当該上場会

社が発行者であるすべての上場有価証券につい

て、Ｑ－Ｂｏａｒｄから既存市場への上場市場

の変更を行うものとする。 

２ 本則市場の上場会社がＱ－Ｂｏａｒｄの上場

会社の吸収合併又はこれに類するものとして本

所が定める行為を行った場合で、当該既存市場

の上場会社が実質的な存続会社でないと本所が

認めたときは、本所が定める日(当該上場会社が

吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る審査

を希望する場合には、３年以内に本所が定める

基準に適合しないとき）に、当該上場会社が発

行者であるすべての上場有価証券について、本

則市場からＱ－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更

を行うものとする。 

２ 既存市場の上場会社がＱ－Ｂｏａｒｄの上場

会社の吸収合併又はこれに類するものとして本

所が定める行為を行った場合で、当該既存市場

の上場会社が実質的な存続会社でないと本所が

認めたときは、本所が定める日(当該上場会社が

吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る審査

を希望する場合には、３年以内に本所が定める

基準に適合しないとき）に、当該上場会社が発

行者であるすべての上場有価証券について、既

存市場からＱ－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更

を行うものとする。 

３ 会社が株券上場審査基準第４条第３項各号の ３ 会社が株券上場審査基準第４条第３項各号の
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適用を受けて上場した場合（新設合併、株式移

転又は新設分割をする場合において、一の当事

者が本則市場の上場会社であり、一の当事者が

Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社であって、かつ、本

則市場の上場会社が実質的な存続会社でないと

本所が認める場合に限る。）において、３年以

内に本所が定める基準に適合しないときは、当

該会社が発行者であるすべての上場有価証券に

ついて、本則市場からＱ－Ｂｏａｒｄへの上場

市場の変更を行うものとする。 

適用を受けて上場した場合（新設合併、株式移

転又は新設分割をする場合において、一の当事

者が既存市場の上場会社であり、一の当事者が

Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社であって、かつ、既

存市場の上場会社が実質的な存続会社でないと

本所が認める場合に限る。）において、３年以

内に本所が定める基準に適合しないときは、当

該会社が発行者であるすべての上場有価証券に

ついて、既存市場からＱ－Ｂｏａｒｄへの上場

市場の変更を行うものとする。 

４ 前条第３項の規定は前３項の場合について準

用する。 

４ 前条第３項の規定は前２項の場合について準

用する。 

  

（吸収合併等の場合の市場変更に係る審査の申

請） 

第１２条の８ （略） 

（吸収合併等の場合の市場変更に係る審査の申

請） 

第１２条の７ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

平成１３年１０月１日改正付則 平成１３年１０月１日改正付則 

（上場手数料に係る経過措置） 

第３条 改正後の有価証券上場規程別表第１(上

場手数料）１の規定にかかわらず、この改正規

定施行の日以後に、新規上場申請者の上場申請

した株券の上場(Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除

く。）がなされる場合における上場手数料は、

当分の間、次に定める金額とする。 

（上場手数料に係る経過措置） 

第３条 改正後の有価証券上場規程別表第１(上

場手数料）１の規定にかかわらず、この改正規

定施行の日以後に、新規上場申請者の上場申請

した株券の上場(Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を除

く。）がなされる場合における上場手数料は、

当分の間、次に定める金額とする。 

［定額］  ３００万円 

［定率］ 

上場日における上場株式数を次の算式によ

り調整した株式数(以下「投資単位調整後上場

株式数」という。）について 

１単位につき  １２円（２,０００万円を上

限とする。） 

 

 

 

［定額］  ３００万円 

［定率］ 

上場日における上場株式数を次の算式によ

り調整した株式数(以下「投資単位調整後上場

株式数」という。）について 

１単位につき  １２円 

 

 

 

 
｢上場日の投資単位｣

50 万円  

｢投資単位調整後上場株式数｣ 

＝ ｢上場株式数｣ ×  ｢上場日の投資単位｣

50 万円  

｢投資単位調整後上場株式数｣ 

＝ ｢上場株式数｣ ×  
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算式中「上場日の投資単位」は上場日の本所

における最終価格を用いて計算し、当該日にお

いて売買が成立しない場合には、当日の国内の

他の金融商品取引所における最終価格を用いて

計算する。ただし、上場日の本所及び他の国内

の金融商品取引所における売買が成立しない場

合には、上場日後本所において最初に売買立会

が成立した日と国内の他の金融商品取引所にお

いて最初に売買立会が成立した日のいずれか早

く到来した日の最終価格を用いて計算し、本所

において最初に売買立会が成立した日と国内の

他の金融商品取引所において最初に売買立会が

成立した日が同日である場合には、当該日の本

所の最終価格を用いて計算する。 

 

 

算式中「上場日の投資単位」は上場日の本所

における最終価格を用いて計算する。ただし、

上場日において売買が成立しない場合には、上

場日後最初に売買立会が成立した日の最終価格

とする。 

 

 

  

 

付  則 

この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 
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有価証券上場規程別表の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第１ 株券、優先出資証券及び外国株預託証券等

１～４ （略） 

第１ 株券、優先出資証券及び外国株預託証券等

１～４ （略） 

５ 上場市場の変更に係る上場手数料 ５ 上場市場の変更に係る上場手数料 

上場市場の変更を申請した株券の上場手数料

は、１ 上場手数料の規定（同規定中「新規上

場申請者の上場申請した株券の上場（Ｑ－Ｂｏ

ａｒｄへの上場を除く。）」とあるのは「Ｑ－

Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更」と、「上場

日の属する月の翌月末日まで」とあるのは「上

場市場の変更日の属する月の翌月末日まで」と

読み替える。）により算定される金額から、変

更上場申請者が既に納入した上場手数料の金額

の合計額を控除した額とする。 

上場市場の変更を申請した株券の上場手数料

は、１ 上場手数料の規定（同規定中「新規上

場申請者の上場申請した株券の上場（Ｑ－Ｂｏ

ａｒｄへの上場を除く。）」とあるのは「Ｑ－

Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更」と、「上場

日の属する月の翌月末日まで」とあるのは「上

場市場の変更日の属する月の翌月末日まで」と、

「新規上場申請者の上場申請した株券のＱ－Ｂ

ｏａｒｄへの上場」とあるのは「Ｑ－Ｂｏａｒ

ｄへの上場市場の変更」と読み替える。）によ

り算定される金額から、変更上場申請者が既に

納入した上場手数料の金額の合計額を控除した

額とする。 

  

  

 

付  則 

この改正規定は、平成２４年５月１０日から施

行する。 
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株券上場審査基準の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場審査） （上場審査） 

第２条 株券、優先出資証券及び外国株預託証券

等の上場審査（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場申請が

行われた株券及び外国株預託証券等に係るもの

を除く。）は、新規上場申請者並びに新規上場

申請者及びその資本下位会社等により構成され

る新規上場申請者の企業グループ（以下「新規

上場申請者の企業グループ」という。）に関す

る次の各号に掲げる事項について行うものとす

る。 

第２条 株券、優先出資証券及び外国株預託証券

等の上場審査（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場申請が

行われた株券及び外国株預託証券等に係るもの

を除く。）は、新規上場申請者並びに新規上場

申請者及びその資本下位会社等により構成され

る新規上場申請者の企業グループ（以下「新規

上場申請者の企業グループ」という。）に関す

る次の各号に掲げる事項について行うものとす

る。 

（１）企業の継続性及び収益性 

     継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基

盤を有していること。 

（１）企業の継続性及び収益性 

     継続的に事業を営み、かつ、経営成績の見通

しが良好なものであること。 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

２ 前項の上場審査は、有価証券上場規程第３条

各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する

書類及び質問等に基づき行うものとする。 

（新設） 

３ 第１項の上場審査（外国株券等に係る上場審

査を除く。）は、本所が定める期間以内に完了

することを目途に行うものとする。 

（新設） 

４ 第１項の規定は、第４条第６項の規定の適用

を受ける新規上場申請者の株券、優先出資証券

及び外国株預託証券等の上場審査については、

適用しない。 

２ 前項の規定は、第４条第６項の規定の適用を

受ける新規上場申請者の株券、優先出資証券及

び外国株預託証券等の上場審査については、適

用しない。 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第４条 第２条に規定する上場審査は、次の各号

に適合する新規上場申請者の株券、優先出資証

券及び外国株預託証券等を対象として行うもの

とする。 

第４条 第２条に規定する上場審査は、次の各号

に適合する新規上場申請者の株券、優先出資証

券及び外国株預託証券等を対象として行うもの

とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５）純資産の額 

上場日における純資産の額が３億円以上とな

（５）純資産の額 

上場申請日の直前事業年度の末日における純
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る見込みのあること。 資産の額が３億円以上であること。 

（６）利益の額 

  最近１年間（「最近」の計算は、上場申請日

の直前事業年度の末日を起算日としてさかのぼ

る。以下同じ。）の利益の額が５,０００万円以

上であること。 

（６）利益の額 

  最近１年間の利益の額が、５,０００万円以上

であること。 

（７） （略） （７） （略） 

（７）の２ 上場会社監査事務所による監査 

  最近２年間に終了する各事業年度及び各

連結会計年度の財務諸表等並びに最近１年

間に終了する事業年度における四半期会計

期間及び連結会計年度における四半期連結

会計期間の四半期財務諸表等について、上場

会社監査事務所（日本公認会計士協会の上場

会社監査事務所登録制度に基づき上場会社

監査事務所名簿に登録されている監査事務

所（同協会の同制度に基づき準登録事務所名

簿に登録されている監査事務所（同協会の品

質管理レビューを受けた者に限る。）を含

む。）をいう。）（本所が適当でないと認め

る者を除く。）の法第１９３条の２の規定に

準ずる監査又は四半期レビューを受けてい

ること。 

（新設） 

（８）～（１１） （略） （８）～（１１） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が

外国会社（次項の規定の適用を受ける外国会社

を除く。）である場合には、前項第３号から第

７号までに適合するほか、次の各号に適合する

ものを対象とするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が

外国会社（次項の規定の適用を受ける外国会社

を除く。）である場合には、前項第３号から第

７号までに適合するほか、次の各号に適合する

ものを対象とするものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２）株式の分布状況 

 ａ 株主数が、上場の時までに３００人以上と

なる見込みのあること。 

（２）株式の分布状況 

 ａ 本邦内株主の数が、上場の時までに３００

人以上となる見込みのあること。 

 ｂ（略）  ｂ（略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

３ （略） ３ （略） 
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４ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申請者

が外国株預託証券等の新規上場申請者である場

合は、民営化外国会社以外の外国会社について

は、第１項第３号から第７号までのほか、第２

項第３号及び第４号並びに次の各号に適合する

ものを対象とし、民営化外国会社については、

第１項第３号から第６号までのほか、第２項第

３号及び第４号、前項第１号並びに次の各号に

適合するものを対象とするものとする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申請者

が外国株預託証券等の新規上場申請者である場

合は、民営化外国会社以外の外国会社について

は、第１項第３号から第７号までのほか、第２

項第３号及び第４号並びに次の各号に適合する

ものを対象とし、民営化外国会社については、

第１項第３号から第６号までのほか、第２項第

３号及び第４号、前項第１号並びに次の各号に

適合するものを対象とするものとする。 

（１）・（２）（略） （１）・（２）（略） 

（３）外国株預託証券等の分布状況 

 ａ 外国株預託証券等の所有者数が、上場の時

までに３００人以上となる見込みのあるこ

と。 

（３）外国株預託証券等の分布状況 

 ａ 本邦内における外国株預託証券等の所有者

数が、上場の時までに、３００人以上となる

見込みのあること。 

 ｂ （略）  ｂ （略） 

５ 新規上場申請者の株券、優先出資証券又は外

国株預託証券等が、国内の他の金融商品取引所

に上場されている場合であって、上場申請日の

直前事業年度の末日又は上場申請日の直前四半

期会計期間の末日において第１項第１号、同項

第２号、第２項第１号及び第４項第２号に適合

している場合その他本所が適当と認める場合に

あっては、当該各号の規定に適合しているもの

とする。 

５ 新規上場申請者の株券、優先出資証券又は外

国株預託証券等が、上場申請日の直前事業年度

において、国内の他の金融商品取引所に上場さ

れている場合の第１項に基づく上場審査につい

ては、同項第６号の規定を適用しないものとす

る。 

６ （略） ６ （略） 

  

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査） 

第５条 （略） 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査） 

第５条 （略） 

２ 前項の上場審査は、有価証券上場規程第３条

各項の規定に基づき新規上場申請者が提出する

書類及び質問等に基づき行うものとする。 

（新設） 

３ 第１項の上場審査は、（外国株券等に係る上

場審査を除く。）は、本所が定める期間以内に

完了することを目途に行うものとする。 

（新設） 

４ 第１項の規定は、次条第４項の規定の適用を

受ける新規上場申請者の株券及び外国株預託証

２ 前項の規定は、次条第４項の規定の適用を受

ける新規上場申請者の株券及び外国株預託証券
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券等の上場審査については、適用しない。 等の上場審査については、適用しない。 

  

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） （Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 

第６条 前条に規定する上場審査は、九州周辺に

本店を有する者又は有価証券上場規程第３条第

２項第８号ｃに基づく書面について本所が適当

と認める者であって、次の各号に適合する新規

上場申請者の株券及び外国株預託証券等を対象

として行うものとする。 

第６条 前条に規定する上場審査は、九州周辺に

本店を有する者又は有価証券上場規程第３条第

２項第８号ｃに基づく書面について本所が適当

と認める者であって、次の各号に適合する新規

上場申請者の株券及び外国株預託証券等を対象

として行うものとする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（５）の２ 上場会社監査事務所による監査 

  「上場申請のための有価証券報告書」に記

載及び添付される財務諸表等、中間財務諸表

等及び四半期財務諸表等について、上場会社

監査事務所（日本公認会計士協会の上場会社

監査事務所登録制度に基づき上場会社監査

事務所名簿に登録されている監査事務所（同

協会の同制度に基づき準登録事務所名簿に

登録されている監査事務所（同協会の品質管

理レビューを受けた者に限る。）を含む。）

をいう。）（本所が適当でないと認める者を

除く。）の法第１９３条の２の規定に準ずる

監査、中間監査又は四半期レビューを受けて

いること。 

（新設） 

（６） （略） （６） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が

外国会社である場合には、九州周辺における事

業交流が見込める場合であって、前項第２号か

ら第５号までのほか、次の各号に適合するもの

を対象とするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が

外国会社である場合には、九州周辺における事

業交流が見込める場合であって、前項第２号か

ら第５号までのほか、次の各号に適合するもの

を対象とするものとする。 

（１）株主の分布状況 

 ａ （略） 

（１）株主の分布状況 

 ａ （略） 

 ｂ 株主数が上場の時までに２００人以上とな

る見込みのあること。 

 ｂ 本邦内株主の数が上場の時までに２００人

以上となる見込みのあること。 

（２）（略） （２）（略） 

３ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が ３ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が
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外国株預託証券等の新規上場申請者である場合

は、第１項第２号から第５号までのほか、前項

第２号及び次の各号に適合するものを対象とす

るものとする。 

外国株預託証券等の新規上場申請者である場合

は、第１項第２号から第５号までのほか、前項

第２号及び次の各号に適合するものを対象とす

るものとする。 

（１）外国株預託証券等の分布状況 

 ａ （略） 

（１）外国株預託証券等の分布状況 

 ａ （略） 

 ｂ 外国株預託証券等の所有者の数が上場の時

までに２００人以上となる見込みのあるこ

と。 

 ｂ 本邦内における外国株預託証券等の所有者

の数が上場の時までに２００人以上となる見

込みのあること。 

（２）（略） （２）（略） 

４ （略） ４ （略） 

  

（上場市場の変更審査） （上場市場の変更審査） 

第７条 第２条第１項及び第４条第１項（第７号

の２及び第９号を除く。）から第４項までの規

定は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更審

査について準用する。この場合において、これ

らの規定中「上場審査」とあるのは「上場市場

の変更審査」と、「新規上場申請者」とあるの

は「上場市場変更申請者」と、「上場の時まで

に」とあるのは「上場市場の変更の時までに」

と、「上場申請日」とあるのは「上場市場の変

更申請日」と、第４条第１項第７号ｄ中「新規

上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取

引所に上場されている場合にあっては、次の

（ａ）及び（ｂ）に該当するものでないこと。」

とあるのは「次の（ａ）及び（ｂ）に該当する

ものでないこと。」と読み替えるものとする。

第７条 第２条第１項及び第４条第１項から第４

項までの規定は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市

場の変更審査について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「上場審査」とあるのは

「上場市場の変更審査」と、「新規上場申請者」

とあるのは「上場市場変更申請者」と、「上場

の時までに」とあるのは「上場市場の変更の時

までに」と、「上場申請日」とあるのは「上場

市場の変更申請日」と読み替えるものとする。

２ 前項において準用する第２条第１項各号に掲

げる事項の審査は、有価証券上場規程第１２条

の３の規定に基づき上場市場変更申請者が提出

する書類及び質問等に基づき行うものする。 

２ 第５条第１項及び第６条第１項から第３項ま

での規定は、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変

更審査について準用する。この場合において、

これらの規定中「上場申請が行われた」とある

のは｢上場市場の変更申請が行われた｣と、「上

場審査」とあるのは「上場市場の変更審査」と、

「新規上場申請者」とあるのは「上場市場変更

申請者」と、「上場申請日」とあるのは「上場
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市場の変更申請日」と、「上場日」とあるのは

「上場市場の変更日」と、「上場申請に係る株

券」とあるのは「上場市場の変更申請に係る株

券」と読み替えるものとする。 

３ 第１項において準用する第２条第１項各号に

掲げる事項の審査（外国株券等に係る上場審査

を除く。）は、本所が定める期間以内に完了す

ることを目途に行うものとする。 

（新設） 

  

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 

２ 改正後の第２条、第４条、第５条及び第６条

の規定は、この改正規定施行の日（以下「施行

日」という。）以後に上場申請を行う者から適

用する。 

３ 改正後の第７条の規定は、施行日以後にＱ－

Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更申請を行う者

から適用する。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社における事業の状況

等の関する書類の提出） 

 

第１０条 Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社は、上場後

３年を経過するごとに、事業の現状及び今後の

事業展開その他本所が必要と認める事項を記載

した書類を作成し、提出するものとする。 

第１０条 削 除 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社は、前項の規定に

より作成した書面を、本所の定める日までに提

出するものとする。 

（新設） 

３ Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社は、前２項の規定

により、本所に対し提出した書面の内容に変更

が生じていると本所が認める場合は、変更内容

を記載した書面を、遅滞なく提出するものとす

る。 

（新設） 

  

  

  

付  則   
 この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 
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企業行動規範に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

  

（上場会社監査事務所等による監査） 

第１１条の３ 上場会社（上場外国会社を除く。）

は、上場会社監査事務所（日本公認会計士協会

による上場会社監査事務所登録制度に基づき準

登録事務所名簿に登録されている監査事務所を

含む。）の監査を受けるものとする。 

 

（新設） 

  

 

第１８条 削 除 

（上場会社監査事務所等による監査） 

第１８条 上場会社（上場外国会社を除く。）は、

日本公認会計士協会による上場会社監査事務所

登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿又は

準登録事務所名簿に登録されている公認会計士

等の監査を受けるよう努めるものとする。 

  

  

  

  

付  則   
 この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 
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株券上場廃止基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第２条 上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その上場を廃止する

ものとする。 

第２条 上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その上場を廃止する

ものとする。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 

（１２） 上場契約違反等 （１２） 上場契約違反等 

上場会社が上場契約について重大な違反を行

った場合、有価証券上場規程第３条の２又は第

１２条の３第３項の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反を行

った場合又は上場契約の当事者でなくなること

となった場合 

上場会社が上場契約について重大な違反を行

った場合、有価証券上場規程第３条の２又は第

１２条の３第６項の規定により提出した宣誓書

において宣誓した事項について重大な違反を行

った場合又は上場契約の当事者でなくなること

となった場合 

（１３）～（２０） （略） （１３）～（２０） （略） 

２ 上場銘柄が外国株券である場合には、前項第

４号から第２０号まで（第１３号、第１４号及

び第１６号を除く。）のいずれかに該当する場合

のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、

その上場を廃止するものとする。 

２ 上場銘柄が外国株券である場合には、前項第

４号から第２０号まで（第１３号、第１４号及

び第１６号を除く。）のいずれかに該当する場合

のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、

その上場を廃止するものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３）株式の分布状況 （３）株式の分布状況 

  株主数が１５０人未満である場合において、

１か年以内に１５０人以上とならないとき。た

だし、外国の金融商品取引所等に上場されてい

る株券は除く。 

  本邦内株主の数が１５０人未満である場合に

おいて、１か年以内に１５０人以上とならない

とき。ただし、外国の金融商品取引所等に上場

されている株券は除く。 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場廃止基準） （Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場廃止基準） 

第２条の２ Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄が、次の各

号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃

止するものとする。 

第２条の２ Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄が、次の各

号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃

止するものとする。 

（１） 株式の分布状況 

特別利害関係者を除く株主数が１００人未満

（１） 株式の分布状況 

特別利害関係者を除く株主の数が５０人未満
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である場合において、１か年以内に１００人以

上とならないとき。ただし、本所が定めるとこ

ろにより上場会社が当該期間の最終日後に行っ

た公募、売出し又は数量制限付分売の内容等を

通知した場合の同日における株主数について

は、本所が定めるところにより取り扱うことが

できる。 

である場合において、１か年以内に５０人以上

とならないとき。ただし、本所が定めるところ

により上場会社が当該期間の最終日後に行った

公募、売出し又は数量制限付分売の内容等を通

知した場合の同日における株主数については、

本所が定めるところにより取り扱うことができ

る。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（３）の２ 業績 

  最近４連結会計年度における営業利益及び営

業活動によるキャッシュ・フローの額が負であ

る場合において、１か年以内に営業利益又は営

業活動によるキャッシュ･フローの額が正とな

らないとき。 

（新設） 

（４） （略） （４） （略） 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄が外国株券である場

合には、前条第１項第４号から第２０号まで（第

１２号、第１３号及び第１５号を除く。第９号

ｂ中「株券上場審査基準第４条第６項」とある

のは「株券上場審査基準第６条第４項」と読み

替える。）又は同条第２項各号（第２号から第４

号までを除く。）のいずれかに該当する場合のほ

か、次の各号のいずれかに該当する場合に、そ

の上場を廃止するものとする。 

２ Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄が外国株券である場

合には、前条第１項第４号から第２０号まで（第

１２号、第１３号及び第１５号を除く。第９号

ｂ中「株券上場審査基準第４条第６項」とある

のは「株券上場審査基準第６条第４項」と読み

替える。）又は同条第２項各号（第２号から第４

号までを除く。）のいずれかに該当する場合のほ

か、次の各号のいずれかに該当する場合に、そ

の上場を廃止するものとする。 

（１）株式の分布状況 （１）株式の分布状況 

  株主数が１００人未満である場合において、

１か年以内に１００人以上とならないとき。た

だし、外国の金融商品取引所等に上場されてい

る株券は除く。 

  本邦内株主の数が５０人未満である場合にお

いて、１か年以内に５０人以上とならないとき。

ただし、外国の金融商品取引所等に上場されて

いる株券は除く。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 前項第３号及び第３号の２のいずれかに

該当した場合 

（新設） 

３ （略） ３ （略） 

  

（審査資料） （審査資料） 

第３条 第２条第１項第２号及び第５号（同条第

２項若しくは第３項又は前条第１項第４号、第

第３条 第２条第１項第２号及び第５号（同条第

２項若しくは第３項又は前条第１項第４号、第
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２項若しくは第３項において読み替える場合を

含む。）並びに前条第１項第１号及び第３号の２

（前条第２項第３号による場合を含む。）の審査

は、上場会社の事業年度の末日現在の資料に基

づいて審査を行う。 

２項若しくは第３項において読み替える場合を

含む。）並びに前条第１項第１号の審査は、上場

会社の事業年度の末日現在の資料に基づいて審

査を行う。 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付 則  

１ この改正規定は、平成２４年５月１０日か

ら施行する。 

２ 改正後の第２条の２第１項第３号の２の

規定は、この改正規定の日の前日において本

所に上場されているＱ－Ｂｏａｒｄの上場

会社は、平成２４年４月１日以後に開始する

連結会計年度を最初の連結会計年度として

適用する。 
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東日本大震災による被災企業に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（株券上場審査基準の特例） （株券上場審査基準の特例） 

（削る） 第２条 新規上場申請者（上場申請日の直前事業

年度の末日における純資産の額が、東日本大震

災に起因する特別損失により３億円未満となっ

ている者に限る。）が、上場申請を行うときにお

ける株券上場審査基準第４条第１項第５号の適

用については、同基準第４条第１項第５号を次

のとおりとする。 

 （５）純資産の額 

上場申請日の直前事業年度の末日における

純資産の額に新規上場申請に係る公募による

調達見込額を加算した額が３億円以上となる

見込みのあること。ただし、本所が適当と認め

る場合は、当該直前事業年度の末日における純

資産の額に代えて、当該直前事業年度の末日以

後の日における純資産の額を用いることがで

きるものとする。 

（削る） ２ 新規上場申請者（上場申請日の直前事業年度

における利益の額が、東日本大震災に起因する

特別損失により、株券上場審査基準第４条第１

項第６号に適合しない者に限る。）が、上場申請

を行うときにおける利益の額の取扱いについて

は、本所が別に定めるところによる。 
第２条 （略） ３ （略） 
２ 前項の規定は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市

場の変更審査について準用する。 

４ 前３項の規定は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場

市場の変更審査について準用する。 

  

付  則   
この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 
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会員における上場適格性調査体制に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場適格性調査の実施） 

第３条 幹事会員は、次の各号に掲げる有価証券

の新規上場申請を行おうとする又は行った者及

びその企業グループについて、当該各号に定め

る事項に適合する見込みがあるかどうかの調査

（以下「上場適格性調査」という。）を行うもの

とする。 

（上場適格性調査の実施） 

第３条 幹事会員は、次の各号に掲げる有価証券

の新規上場申請を行おうとする者及びその企業

グループについて、当該各号に定める事項に適

合する見込みがあるかどうかの調査（以下「上

場適格性調査」という。）を行うものとする。 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 
  
（幹事会員の交代等があった場合の対応） 

第５条 幹事会員は、新規上場申請を行おうとす

る又は行った者に係る次の各号に掲げる事実を

知ったときは、その理由を確認するとともに、

当該確認した内容の合理性について十分な検討

を行うものとする。 

（幹事会員の交代等があった場合の対応） 

第５条 幹事会員は、新規上場申請を行おうとす

る者に係る次の各号に掲げる事実を知ったとき

は、その理由を確認するとともに、当該確認し

た内容の合理性について十分な検討を行うもの

とする。 
 （１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 
  

付  則   
 この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 

 

 

 
 

-24-



 

 

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（内国株券に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 内国株券（内国法人の発行する株券及び

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）を含む。以下

同じ。）が次の各号に適合する場合は、既に制

度信用銘柄に選定されているものを除きこれを

制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１）・（２） （略） 

（３） その発行者の直前事業年度における利
益の額（連結会計年度に係る連結損益計算

書等（連結損益計算書及び連結包括利益計

算書、又は連結損益及び包括利益計算書を

いう。以下同じ。）に基づいて算定される

利益の額（連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省

令第２８号。以下「連結財務諸表規則」と

いう。）第６１条により記載される「経常

利益金額」又は「経常損失金額」と同規則

第６４条により記載される「税金等調整前

当期純利益金額」又は「税金等調整前当期

純損失金額」（同規則第６７条により掲記

される特別法上の準備金等の繰入額又は取

崩額及び債務免除益の金額を除外した額）

とのいずれか低い額に同規則第６５条第３

項により記載される金額を加減した金額を

いう。）をいう。ただし、審査対象期間に

おいて連結財務諸表を作成すべき会社（会

社以外の法人を含む。以下同じ。）でない

事業年度がある場合には、当該事業年度に

係る利益の額は、損益計算書に基づいて算

定される利益の額（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和３８年

大蔵省令第５９号。以下「財務諸表等規則」

という。）第９５条により表示される「経

（内国株券に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 内国株券（内国法人の発行する株券及び

優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）を含む。以下

同じ。）が次の各号に適合する場合は、既に制

度信用銘柄に選定されているものを除きこれを

制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１）・（２） （略） 

（３） その発行者の直前事業年度における利

益の額（連結会計年度に係る連結損益計算書

に基づいて算定される利益の額（連結財務諸

表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和５１年大蔵省令第２８号。以下「連結財務

諸表規則」という。）第６１条により記載さ

れる「経常利益金額」又は「経常損失金額」

と同規則第６４条により記載される「税金等

調整前当期純利益金額」又は「税金等調整前

当期純損失金額」（同規則第６７条により掲

記される特別法上の準備金等の繰入額又は取

崩額及び債務免除益の金額を除外した額）と

のいずれか低い額に同規則第６５条第３項に

より記載される金額を加減した金額をいう。）

をいう。ただし、審査対象期間において連結

財務諸表を作成すべき会社（会社以外の法人

を含む。以下同じ。）でない事業年度がある

場合には、当該事業年度に係る利益の額は、

損益計算書に基づいて算定される利益の額

（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。以

下「財務諸表等規則」という。）第９５条に

より表示される「経常利益金額」又は「経常

損失金額」と同規則第９５条の４により表示

される「税引前当期純利益金額」又は「税引

前当期純損失金額」（同規則第９８条の２に
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常利益金額」又は「経常損失金額」と同規

則第９５条の４により表示される「税引前

当期純利益金額」又は「税引前当期純損失

金額」（同規則第９８条の２により掲記さ

れる特別法上の準備金等の繰入額又は取崩

額及び債務免除益の金額を除外した額）の

いずれか低い金額をいう。）をいうものと

する。以下同じ。）が正である銘柄である

とき。 

（４）～（９） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｂ前段

の規定は前項第１号に規定する上場株式数につ

いて、株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ

の規定は前項第２号ａに規定する少数特定者持

株数の算定について、株券上場審査基準の取扱

い２．（２）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）及び

同ｄの規定は前項第２号に規定する少数特定者

持株数及び株主数について、株券上場審査基準

の取扱い２.（６）ｄ、f、ｆの２、ｈ、ｉ及び

ｋの規定は前項第３号に規定する利益の額につ

いて、株券上場審査基準の取扱い２.（５）ａ、

ｂ、ｄ、ｆの２からｉ及びｋからｍ並びに株券

上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂの規定は前

項第４号に規定する純資産の額について、それ

ぞれ準用する（優先出資証券にあっては、株券

上場審査基準の取扱い２.（１）ｂ前段並びに同

取扱い２.（２）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を

除く。）。この場合において、株券上場審査基

準の取扱い２．（１）ｂ前段中｢上場日において

見込まれる上場申請に係る｣とあるのは「選定日

における」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ｂ前段、同取扱い２.（２）ａの（ｂ）、

（ｃ）及び（ｅ）、同ｄ、同取扱い２.（５）ａ、

ｂ、ｄ、ｆの２からｉ、ｋ及びｌ並びに同取扱

い２．（６）ｆ、ｆの２、ｈ、ｉ及びｋの規定

中「新規上場申請者」とあるのは「上場会社」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

より掲記される特別法上の準備金等の繰入額

又は取崩額及び債務免除益の金額を除外した

額）のいずれか低い金額をいう。）をいうも

のとする。以下同じ。）が正である銘柄であ

るとき。 

 

 

 

 

（４）～（９） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｂ前段

の規定は前項第１号に規定する上場株式数につ

いて、株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ

の規定は前項第２号ａに規定する少数特定者持

株数の算定について、株券上場審査基準の取扱

い２．（２）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）及び

同ｄの規定は前項第２号に規定する少数特定者

持株数及び株主数について、株券上場審査基準

の取扱い２．（６）ｂ、ｃ、ｅ、ｇ、ｉ、ｊ及

びｌの規定は前項第３号に規定する利益の額に

ついて、株券上場審査基準の取扱い２.（５）ａ、

ｃ、ｅ、ｆ、ｇ及びｉ並びに株券上場廃止基準

の取扱い１．（５）ｂの規定は前項第４号に規

定する純資産の額について、それぞれ準用する

（優先出資証券にあっては、株券上場審査基準

の取扱い２.（１）ｂ前段並びに同取扱い２.（２）

ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除く。）。この

場合において、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ｂ前段中｢上場日において見込まれる上場

申請に係る｣とあるのは「選定日における」と、

株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｂ前段、

同取扱い２.（２）ａの（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）、

同ｄ、同取扱い２.（５）ａ、ｃ、ｅ、ｆ、ｇ及

びｉ並びに同取扱い２．（６）ｂ、ｃ、ｇ、ｉ、

ｊ及びｌの規定中「新規上場申請者」とあるの

は「上場会社」と、それぞれ読み替えるものと

する。 
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３～７ （略） ３～７ （略） 

 

（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選定

基準） 

第２条の２ （略） 

（１）～（９） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第２号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２.

（６）ｄの規定は前項第３号に規定する利益の

額について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第４号に規定する資産総

額及び純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）及び同ｄの規定中「少数

特定者持株数」とあるのは「大口受益者が所有

する受益権の総口数又は大口投資主が所有する

投資口の総口数」と、「株主数」とあるのは「受

益者数又は投資主数」と、「新規上場申請者」

とあるのは「上場不動産投資信託証券の発行者」

と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの

（ｅ）中「株主」とあるのは「受益者又は投資

主」と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）

ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数又は投

資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益

権又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投

資信託証券」と、「５０単位」とあるのは「５

０口」と、「株式の分布状況表」とあるのは「不

動産投資信託証券の分布状況表」と、「株式の

分布状況」とあるのは「受益券又は投資口の分

布状況」と、株券上場廃止基準の取扱い１．（５）

ｂ中「純資産」とあるのは「純資産総額」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

 

（不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選定

基準） 

第２条の２ （略） 

（１）～（９） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第２号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｅの規定は前項第３号に規定する利益の

額について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第４号に規定する資産総

額及び純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）及び同ｄの規定中「少数

特定者持株数」とあるのは「大口受益者が所有

する受益権の総口数又は大口投資主が所有する

投資口の総口数」と、「株主数」とあるのは「受

益者数又は投資主数」と、「新規上場申請者」

とあるのは「上場不動産投資信託証券の発行者」

と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの

（ｅ）中「株主」とあるのは「受益者又は投資

主」と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）

ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数又は投

資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益

権又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投

資信託証券」と、「５０単位」とあるのは「５

０口」と、「株式の分布状況表」とあるのは「不

動産投資信託証券の分布状況表」と、「株式の

分布状況」とあるのは「受益券又は投資口の分

布状況」と、株券上場廃止基準の取扱い１．（５）

ｂ中「純資産」とあるのは「純資産総額」と、

それぞれ読み替えるものとする。 
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３～６ （略） 

 

（内国株券に係る貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄である内国株券のうち地場

銘柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業

所を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の

各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定さ

れているものを除きこれを貸借銘柄に選定する

ものとする。 

（１）～（５） （略） 

（６） その発行者の純資産の額が第２条第１

項第４号に適合する銘柄であるとき。 

（７）～（１２） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｂ前段

の規定は前項第２号に規定する上場株式数につ

いて、株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ

の規定は、前項第３号ａに規定する少数特定者

持株数の算定について、株券上場廃止基準の取

扱い１.（３）ｄの規定は前項第４号に規定する

売買高について、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）及び（ｆ）、

同ｄの規定は前項第３号に規定する少数特定者

持株数及び株主数について、株券上場審査基準

の取扱い２.（６）ｄ、f、ｆの２、ｈ、ｉ及び

ｋの規定は前項第３号に規定する利益の額につ

いて、株券上場審査基準の取扱い２.（５）ａ、

ｂ、ｄ、ｆの２からｉ及びｋからｍ並びに株券

上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂの規定は前

項第６号に規定する純資産の額について、それ

ぞれ準用する（優先出資証券にあっては、株券

上場審査基準の取扱い２.（１）ｂ前段並びに同

取扱い２.（２）ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を

除く。）。この場合において、株券上場審査基

準の取扱い２．（１）ｂ前段中「上場日におい

て見込まれる上場申請に係る」とあるのは「選

定日における」と、同取扱い２．（２）ａの（ｂ）、

（ｃ）及び（ｅ）、同ｄ、同取扱い２.（５）ａ、

３～６ （略） 

 

（内国株券に係る貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄である内国株券のうち地場

銘柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業

所を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の

各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定さ

れているものを除きこれを貸借銘柄に選定する

ものとする。 

（１）～（５） （略） 

（６） その発行者の純資産の額が前条第１項

第４号に適合する銘柄であるとき。 

（７）～（１２） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ｂ前段

の規定は前項第２号に規定する上場株式数につ

いて、株券上場廃止基準の取扱い１．（２）ｅ

の規定は、前項第３号ａに規定する少数特定者

持株数の算定について、株券上場廃止基準の取

扱い１.（３）ｄの規定は前項第４号に規定する

売買高について、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）及び（ｆ）、

同ｄの規定は前項第３号に規定する少数特定者

持株数及び株主数について、株券上場審査基準

の取扱い２．（６）ｂ、ｃ、ｅ、ｇ、ｉ、ｊ及

びｌの規定は前項第３号に規定する利益の額に

ついて、株券上場審査基準の取扱い２.（５）ａ、

ｃ、ｅ、ｆ、ｇ及びｉ並びに株券上場廃止基準

の取扱い１．（５）ｂの規定は前項第４号に規

定する純資産の額について、それぞれ準用する

（優先出資証券にあっては、株券上場審査基準

の取扱い２.（１）ｂ前段並びに同取扱い２.（２）

ａの（ｂ）及び（ｃ）の規定を除く。）。この

場合において、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ｂ前段中「上場日において見込まれる上

場申請に係る」とあるのは「選定日における」

と、同取扱い２．（２）ａの（ｂ）、（ｃ）及

び（ｅ）、同ｄ、同取扱い２.（５）ａ、ｃ、ｅ、
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ｂ、ｄ、ｆの２からｉ、ｋ及びｌ並びに同取扱

い２．（６）ｆ、ｆの２、ｈ、ｉ及びｋの規定

中「新規上場申請者」とあるのは「上場会社」

と、株券上場廃止基準の取扱い１．（３）ｄ中

「ｂに規定する日からさかのぼって１年以内」

とあるのは「審査対象事業年度の末日を含む月

の翌々月の末日からさかのぼって原則として６

か月以内」と、それぞれ読み替えるものとする。

３～９ （略） 

 

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基準）

第３条の２ （略） 

（１）～（１２） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２.

（６）ｄの規定は前項第５号に規定する利益の

額について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第６号に規定する資産総

額及び純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）及び同ｄの規定中「少数

特定者持株数」とあるのは「大口受益者が所有

する受益権の総口数又は大口投資主が所有する

投資口の総口数」と、「株主数」とあるのは「受

益者数又は投資主数」と、「新規上場申請者」

とあるのは「上場不動産投資信託証券の発行者」

と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの

（ｅ）中「株主」とあるのは「受益者又は投資

主」と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）

ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数又は投

資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益

権又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投

ｆ、ｇ及びｉ並びに同取扱い２．（６）ｂ、ｃ、

ｇ、ｉ、ｊ及びｌの規定中「新規上場申請者」

とあるのは「上場会社」と、株券上場廃止基準

の取扱い１．（３）ｄ中「ｂに規定する日から

さかのぼって１年以内」とあるのは「審査対象

事業年度の末日を含む月の翌々月の末日からさ

かのぼって原則として６か月以内」と、それぞ

れ読み替えるものとする。 

３～９ （略） 

 

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基準）

第３条の２ （略） 

（１）～（１２） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの（ｅ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する大口受

益者が所有する受益権の総口数又は大口投資主

が所有する投資口の総口数及び受益者数又は投

資主数について、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｅの規定は前項第５号に規定する利益の

額について、株券上場廃止基準の取扱い１．

（５）ｂの規定は前項第６号に規定する資産総

額及び純資産総額について、それぞれ準用する。

この場合において、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ａの（ｅ）及び同ｄの規定中「少数

特定者持株数」とあるのは「大口受益者が所有

する受益権の総口数又は大口投資主が所有する

投資口の総口数」と、「株主数」とあるのは「受

益者数又は投資主数」と、「新規上場申請者」

とあるのは「上場不動産投資信託証券の発行者」

と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）ａの

（ｅ）中「株主」とあるのは「受益者又は投資

主」と、株券上場審査基準の取扱い２．（２）

ｄ中「株式数」とあるのは「受益権口数又は投

資口口数」と、株券上場審査基準の取扱い２．

（２）ａの（ｅ）中「株式」とあるのは「受益

権又は投資口」と、株券上場審査基準の取扱い

２．（２）ｄ中「株券」とあるのは「不動産投
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資信託証券」と、「５０単位」とあるのは「５

０口」と、「株式の分布状況表」とあるのは「不

動産投資信託証券の分布状況表」と、「株式の

分布状況」とあるのは「受益券又は投資口の分

布状況」と、株券上場廃止基準の取扱い１．（５）

ｂ中「純資産」とあるのは「純資産総額」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

３～６ （略） 

 

 

資信託証券」と、「５０単位」とあるのは「５

０口」と、「株式の分布状況表」とあるのは「不

動産投資信託証券の分布状況表」と、「株式の

分布状況」とあるのは「受益券又は投資口の分

布状況」と、株券上場廃止基準の取扱い１．（５）

ｂ中「純資産」とあるのは「純資産総額」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

３～６ （略） 

 

付 則 

 この改正規定は、平成２４年５月１０日から施

行する。 
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有価証券上場規程の取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 ２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 

（１） 第４号に規定する「上場申請のための有

価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部からなる

ものとし、次のａからｈまでに定めるところに

よるものとする。ただし、新規上場申請者がＱ

－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する者である場合

には、「上場申請のための有価証券報告書」は

Ⅰの部とし、新規上場申請者(Ｑ－Ｂｏａｒｄへ

の上場を申請する者及び外国会社を除く。）が

上場会社の人的分割によりその事業を承継する

会社であって、当該分割前に上場申請を行う場

合(正当な理由によりⅡの部を作成することが

できない場合に限る。）又は新規上場申請者が

外国会社である場合には、「上場申請のための

有価証券報告書」はⅠの部及び本所が上場審査

のため適当と認める書類からなるものとする。

（１） 第４号に規定する「上場申請のための有

価証券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部からなる

ものとし、次のａからｈまでに定めるところに

よるものとする。ただし、新規上場申請者がＱ

－Ｂｏａｒｄへの上場を申請する者である場合

には、「上場申請のための有価証券報告書」は

Ⅰの部とし、新規上場申請者(Ｑ－Ｂｏａｒｄへ

の上場を申請する者及び外国会社を除く。）が

上場会社の人的分割によりその事業を承継する

会社であって、当該分割前に上場申請を行う場

合(正当な理由によりⅡの部を作成することが

できない場合に限る。）又は新規上場申請者が

外国会社である場合には、「上場申請のための

有価証券報告書」はⅠの部及び本所が上場審査

のため適当と認める書類からなるものとする。

 ａ・ｂ （略）  ａ・ｂ （略） 

 ｂの２ 前ｂの規定にかかわらず、新規上場申

請者が法第５条第８項に規定する書類を同条

第６項の規定に基づいて提出している場合又

は提出を予定している場合（同項に規定する

公益又は投資者保護に欠けることがないもの

として内閣府令で定める場合に該当する見込

みがあると本所が認める場合に限る。）には、

「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」は、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げ

る書類とする。 

  （ａ）～（ｃ） （略） 

 ｂの２ 前ｂの規定にかかわらず、新規上場申

請者が法第５条第８項に規定する書類を同条

第６項の規定に基づいて提出している場合又

は提出を予定している場合（同項に規定する

公益又は投資者保護に欠けることがないもの

として内閣府令で定める場合に該当する見込

みがあると本所が認める場合に限る。）には、

「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）」は、次の（ａ）から（ｃ）までに掲

げる書類とする。 

  （ａ）～（ｃ） （略） 

 ｂの３ 最近２年間（「最近」の計算は、新規

上場申請日の直前事業年度の末日を起算日と

してさかのぼる。以下この章において同じ。）

に終了した事業年度（直前事業年度を除く。）

又は連結会計年度（直前連結会計年度を除

 ｂの３ 最近２年間（「最近」の計算は、新規

上場申請日の直前事業年度の末日を起算日と

してさかのぼる。以下この章において同じ。）

に終了した事業年度（直前事業年度を除く。）

又は連結会計年度（直前連結会計年度を除
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く。）に係る財務諸表又は連結財務諸表が、

法第５条第１項又は法第２４条第１項から第

３項までの規定により提出された有価証券届

出書又は有価証券報告書に記載されている場

合は、「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）」に当該財務諸表又は連結財務諸表を

添付するものとする。 

く。）に係る財務諸表又は連結財務諸表が、

法第５条第１項又は法第２４条第１項から第

３項までの規定により提出された有価証券届

出書又は有価証券報告書に記載されている場

合は、「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に当該財務諸表又は連結財務

諸表を添付するものとする。 

 ｃ～ｈ （略）  ｃ～ｈ （略） 

（２）～（２）の４ （略） （２）～（２）の４ （略） 

（３） 第９号に規定する「本所が必要と認める

書類」とは、次に掲げるものをいうものとする。

ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者は、

ａ、ｄ及びｅからｇまでに規定する書類につい

ては、添付を要しない。 

（３） 第９号に規定する「本所が必要と認める

書類」とは、次に掲げるものをいうものとする。

ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者は、

ａ、ｄ及びｅからｇまでに規定する書類につい

ては、添付を要しない。 

 ａ～ｃの２ （略）  ａ～ｃの２ （略） 

 ｄ 新規上場申請者が持株会社であって、持株

会社になった後、上場申請日の直前事業年度

の末日までに２か年以上を経過していない場

合（他の会社に事業を承継させる又は譲渡す

ることに伴い持株会社になった場合を除く。）

で、かつ、持株会社になった日の子会社が複

数あるときは、当該期間のうち持株会社にな

る前の期間における当該複数の子会社の結合

財務情報に関する書類（２．（１）ｄの規定

により「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）に記載されるものを除く。）を添付す

るものとする。 

 ｄ 新規上場申請者が持株会社であって、持株

会社になった後、上場申請日の直前事業年度

の末日までに２か年以上を経過していない場

合（他の会社に事業を承継させる又は譲渡す

ることに伴い持株会社になった場合を除く。）

で、かつ、持株会社になった日の子会社が複

数あるときは、当該期間のうち持株会社にな

る前の期間における当該複数の子会社の連結

損益計算書若しくは損益計算書を連結又は結

合した損益計算書（新規上場申請者が上場申

請日の属する事業年度の初日以後持株会社に

なった場合には、当該複数の子会社の連結貸

借対照表若しくは貸借対照表を連結又は結合

した貸借対照表を含む。）を添付するものと

する。 

 ｄの２～ｉ （略）  ｄの２～ｉ （略） 

 ｊ 本所所定の「株式の分布状況表」  ｊ 本所所定の「株式の分布状況表」 

   この場合において、会社法又は優先出資法

の規定により基準日を設けたとき（振替法第

１５１条第１項又は同条第８項の規定（同法

第２３５条において準用する場合を含む。）

   この場合において、会社法又は優先出資法

の規定により基準日を設けたとき（振替法第

１５１条第１項又は同条第８項の規定（同法

第２３５条において準用する場合を含む。）
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に基づき振替機関が総株主通知を行った場合

を含む。）は、当該基準日（振替機関が当該

総株主通知を行った場合におけるその基準と

なる日を含む。以下「基準日等」という。）

における株主若しくは優先出資者が所有する

株式若しくは優先出資の数又は株主若しくは

優先出資者の数を把握した都度、更新後の「株

式の分布状況表」を提出するものとし、少数

特定者持株数及び株主数について株券上場審

査基準の取扱い２．（２）ｂ及びｄに定める

ところにより取り扱うときは、提出を要しな

いものとする。 

に基づき振替機関が総株主通知を行った場合

を含む。）は、当該基準日（振替機関が当該

総株主通知を行った場合におけるその基準と

なる日を含む。以下「基準日等」という。）

における株主若しくは優先出資者が所有する

株式若しくは優先出資の数又は株主若しくは

優先出資者の数を把握した都度、更新後の「株

式の分布状況表」を提出するものとする。 

 ｋ～ｎの３ （略）  ｋ～ｎの３ （略） 

 ｎの４ 新規上場申請者が親会社等（親会社等

が会社である場合に限るものとし、親会社等

が複数ある場合にあっては、新規上場申請者

に与える影響が最も大きいと認められる会社

をいい、その影響が同等であると認められる

場合にあっては、いずれか一つの会社をいう

ものとする。）を有している場合（上場後最

初に到来する事業年度の末日において親会社

等を有しないこととなる見込がある場合を除

く。）には、当該親会社等の事業年度若しく

は中間会計期間（当該親会社等が四半期財務

諸表提出会社である場合には、四半期累計期

間）又は連結会計年度若しくは中間連結会計

期間（当該親会社等が四半期連結財務諸表提

出会社である場合には、四半期連結累計期間）

に係る直前の決算の内容を記載した書面。た

だし、次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合を

除く。 

 ｎの４ 新規上場申請者が、株券上場審査基準

の取扱い１．（２）ｄの（ｄ）のロの（ロ）

又は４．（１）ｃの（ｃ）のロの（ロ）に規

定する親会社等を有している場合は、当該親

会社等が有価証券報告書に準じて作成した本

所が適当と認める書類 

（ａ） 当該親会社等が国内の金融商品取引所

に上場されている株券の発行者である場合 

 

（ｂ） 当該親会社等が外国金融商品取引所等

において上場又は継続的に取引されている株

券の発行者であり、かつ、当該親会社等又は
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当該外国金融商品取引所等が所在する国にお

ける企業内容の開示の状況が著しく投資者保

護に欠けると認められない場合 

ｎの５ 支配株主又は財務諸表等規則第８条第

１７項第４号に規定するその他の関係会社を

有する新規上場申請者にあっては、上場有価

証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い２．の３（５）に定める支配

株主等に関する事項を記載した書面（上場後

最初に到来する事業年度の末日において支配

株主又は財務諸表等規則第８条第１７項第４

号に規定するその他の関係会社を有しないこ

ととなる見込みがある場合を除く。） 

（新設） 

 ｏ （略）  ｏ （略） 

（４） 前（３）の規定にかかわらず、新規上場

申請者が外国会社である場合の第９号に掲げる

「本所が必要と認める書類」とは、次に掲げる

ものをいうものとする。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒ

ｄへの新規上場申請者は、ａからｄまで、ｅ及

びｊに規定する書類については、添付を要しな

い。 

（４） 前（３）の規定にかかわらず、新規上場

申請者が外国会社である場合の第９号に掲げる

「本所が必要と認める書類」とは、次に掲げる

ものをいうものとする。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒ

ｄへの新規上場申請者は、ａからｄまで、ｅ及

びｊに規定する書類については、添付を要しな

い。 

 ａ～ｄの２ （略）  ａ～ｄの２ （略） 

 ｅ 新規上場申請者が外国持株会社になった後

又は合併を行った後、上場申請日の直前事業

年度の末日までに２か年以上経過していない

場合（他の会社に事業を継承させる又は譲渡

することに伴い外国持株会社になった場合を

除く。）で、本所が必要と認めるときは、本

所が必要と認める財務書類 

 ｅ 新規上場申請者が外国持株会社になった後

又は合併を行った後、上場申請日の直前事業

年度の末日までに２か年（新規上場申請者が

株券上場審査基準第４条第１項第３号及び第

６号に適合していない場合は３か年）以上経

過していない場合（他の会社に事業を継承さ

せる又は譲渡することに伴い外国持株会社に

なった場合を除く。）で、本所が必要と認め

るときは、本所が必要と認める財務書類 

 ｆ～ｊ （略）  ｆ～ｊ （略） 

（５） （略） （５） （略） 

  

４．の２ 第３条（新規上場申請手続）第６項関

係 

４．の２ 第３条（新規上場申請手続）第６項関

係 

-34-



 

（１） 第１号から第３号までに規定する「上場

申請のための四半期報告書」は、開示府令第１

７条の１５第１項第１号に規定する「第４号の

３様式」又は同項第２号に規定する「第９号の

３様式」に準じて作成するものとする。 

（１） 第１号から第３号までに規定する「上場

申請のための四半期報告書」は、開示府令第１

７条の６第１項第１号に規定する「第４号の３

様式」又は同項第２号に規定する「第９号の３

様式」に準じて作成するものとする。ただし、

新規上場申請者が四半期報告書を作成している

継続開示会社である場合には、四半期報告書の

写しで足りるものとする。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 第４号の規定において、新規上場申請者

が四半期報告書を作成している継続開示会社以

外の会社である場合には、新規上場申請者は四

半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則第８３条に定める作成基準に準じて作

成するものとする。 

（新設） 

  

８．第３条（新規上場手続）第１０項関係 ８．第３条（新規上場手続）第１０項関係 

（１） 第４号の「最近２年間に終了する各事業

年度に関する財務諸表」は、法第２４条の規定

による「有価証券報告書」をもって代用するこ

とができるものとする。 

第４号の「最近２年間に終了する各事業年度に

関する財務諸表」は、法第２４条の規定による「有

価証券報告書」をもって代用することができるも

のとする。 

（２） 第７号に規定する「本所が必要と認める

書類」とは、次に掲げるものをいうものとする。

（新設） 

 ａ 経理規程、原価計算規程、職務権限規程、

営業管理規程、株式事務取扱規程、内部情報

管理規程その他これらに類する諸規則の写し

 

 ｂ 本所所定の「株式の分布状況表」  

  

１０．第４条（申請の不受理）関係 １０．第４条（申請の不受理）関係 

（１） 新規上場申請者（株券上場審査基準第４

条第６項の規定の適用を受ける新規上場申請者

及びＱ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除

く。）が次のａ又はｂに該当する場合には、上

場申請を受け付けないものとする。 

（１） 新規上場申請者（株券上場審査基準第４

条第６項の規定の適用を受ける新規上場申請者

及びＱ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除

く。）が次のａ又はｂに該当する場合には、上

場申請を受け付けないものとする。 

 ａ 上場申請日以後、同日の直前事業年度の末

日から２年以内に、合併（新規上場申請者と

 ａ 上場申請日の属する事業年度の初日以後、

合併、分割、子会社化若しくは非子会社化若
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その子会社又は新規上場申請者の子会社間の

合併及び株券上場審査基準第４条第６項第１

号又は第２号に該当する合併を除く。）、会

社分割（新規上場申請者とその子会社又は新

規上場申請者の子会社間の会社分割を除

く。）、子会社化若しくは非子会社化又は事

業の譲受け若しくは譲渡（新規上場申請者と

その子会社又は新規上場申請者の子会社間の

事業の譲受け又は譲渡を除く。）を行う予定

のある場合（合併、会社分割並びに事業の譲

受け及び譲渡については、新規上場申請者の

子会社が行った又は行う予定のある場合を含

む。）であって、新規上場申請者が当該行為

により実質的な存続会社でなくなると本所が

認めたとき。ただし、当該合併（合併を行っ

た場合に限る。）が実体を有しない会社を存

続会社とする合併であると認められる場合及

び当該会社分割が上場会社から事業を承継す

る人的分割（承継する事業が新規上場申請者

の主要な事業となるものに限る。）であると

認められる場合は、この限りでない。 

しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場

合又は上場申請日の直前事業年度の末日から

起算して２年以内に行う予定のある場合（合

併、分割並びに事業の譲受け及び譲渡につい

ては、新規上場申請者の子会社が行った又は

行う予定のある場合を含む。）であって、新

規上場申請者（上場申請日前に行われた行為

にあっては、当該行為を行う前の新規上場申

請者）が当該行為により実質的な存続会社で

なくなっている又はなくなると本所が認めた

とき。ただし、当該合併（合併を行った場合

に限る。）が実体を有しない会社を存続会社

とする合併であると認められる場合及び当該

分割が上場会社から事業を承継する人的分割

（承継する事業が新規上場申請者の主要な事

業となるものに限る。）であると認められる

場合は、この限りでない。 

 ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、他

の会社の完全子会社となる株式交換又は株式

移転を上場申請日の直前事業年度の末日から

２年以内に行う予定のある場合（上場日以前

に行う予定のある場合を除く。） 

 ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、他

の会社の完全子会社となる株式交換又は株式

移転を上場申請日の直前事業年度の末日から

起算して２年以内に行う予定のある場合 

（２） （略） （２） （略） 

  

１０．の２ 第４条の２（本則市場への上場申請

を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を

実施する予定である場合の特例）関係 

（新設） 

（１） 第１項の規定に基づき上場申請を行う場

合には、原則として、「有価証券上場申請書」

その他の書類の提出、参考となるべき報告、資

料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料

等の納入その他所要の手続きについては、合併、

（新設） 
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株式交換又は株式移転が行われる前の期間にお

いては新規上場申請者が行うものとし、合併、

株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号

に定める者が行うものとする。 

（２） 第２項に規定する本所が定める書類とは、

次のａからｃに掲げる書類とする。 

（新設） 

 ａ 第１項に規定する合併、株式交換又は株式

移転を決議した取締役会の議事録の写し（会

社法第３７０条の規定により取締役会の決議

があったものとみなされる場合にあっては、

当該場合に該当することを証する書面を含

む。） 

 

 ｂ 次の（ａ）から（ｃ）に掲げる場合の区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）に掲げる書類

 

 （ａ）合併を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の時開示

等に関する規則の取扱い５．（３）ｅに掲げ

る書類 

 

 （ｂ）株式交換を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の時開示

等に関する規則の取扱い５．（３）ｄの３に

掲げる書類 

 

 （ｃ）株式移転を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の時開示

等に関する規則の取扱い５．（３）ｄの４に

掲げる書類 

 

 ｃ 第１項第１号又は第２号に定める者につい

て記載した第３条第２項第２号、第３号、第

５号、第８号の３、２.（４）ｂ、ｃの２、ｊ、

ｌ及びｎの３並びに第３条第５項第３号に掲

げる書類。 

 

（３） 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ

上場申請を行う新規上場申請者は、第３条第１

２項に規定する書類のほか、前（２）ｃに掲げ

る書類のうち、同条第２項第３号及び２．（３）

ｎの３に掲げる書類を上場前及び上場後におい

（新設） 
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て本所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

（４） 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ

上場申請を行う新規上場申請者についての１

１．の４の規定の適用については、「新規上場

申請者」とあるのは「上場申請に係る株券の発

行者」とする。 

（新設） 

（５） 第１項の規程の適用を受けて本則市場へ

上場申請を行う新規上場申請者についての株券

上場審査基準の取扱い２．の規定の適用につい

ては、２．（２）ａ（ｂ）、２．（２）ａ（ｃ）、

２．（２）ｂ（ａ）ロ、２．（２）ｂ（ｂ）ロ

中「新規上場申請者」とあるのは「上場申請に

係る株券等の発行者」と、２．（２）ｂ中「上

場申請に係る株券」とあるのは「新規上場申請

者が発行する株券等」と２．（２）ｃ（ａ）及

び２．（２）ｄ中「株券の発行者である新規上

場申請者」とあるのは「株券等を上場申請する

新規上場申請者」とする。 

（新設） 

（６） 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ

上場申請を行う新規上場申請者についての株券

上場審査基準の取扱い２．（３）の規定の適用

については、２．（３）ａ中「発行者である新

規上場申請者」とあるのは「上場申請する新規

上場申請者」と、２．（３）ａ（ａ）中「いず

れか低い価格」とあるのは「いずれか低い価格

を第４条の２第１項に規定する合併、株式交換

又は株式移転に係る比率で調整した価格」と、

２．（３）ｂ中「株券の評価額）」とあるのは

「株券の評価額）を第４条の２第１項に規定す

る合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調

整した価格」とする。 

（新設） 

（７） 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ

上場申請を行う新規上場申請者についての２．

の４（２）の規定の適用については、２．の４

（２）中「新規上場申請者」とあるのは「上場
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申請に係る株券等の発行者」とする。 

（８） （１）から前（７）のほか、第１項に規

定する場合における新規上場申請手続、上場審

査その他の規定の適用に関し必要な事項は、本

所がその都度定める。 

（新設） 

  

１０．の３ 第４条の３（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上

場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合

併等を実施する予定である場合の特例）関係 

（新設） 

（１） 第１項の規定に基づき上場申請を行う場

合には、原則として、「有価証券上場申請書」

その他の書類の提出、参考となるべき報告、資

料の提出、上場審査に対する協力、上場審査料

等の納入その他所要の手続きについては、合併、

株式交換又は株式移転が行われる前の期間にお

いては新規上場申請者が行うものとし、合併、

株式交換又は株式移転が行われた後は同項各号

に定める者が行うものとする。 

（新設） 

（２） 第２項に規定する本所が定める書類とは、

次のａからｃに掲げる書類とする。 

（新設） 

 ａ 第１項に規定する合併、株式交換又は株式

移転を決議した取締役会の議事録の写し（会

社法第３７０条の規定により取締役会の決議

があったものとみなされる場合にあっては、

当該場合に該当することを証する書面を含

む。） 

 

 ｂ 次の（ａ）から（ｃ）に掲げる場合の区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）に掲げる書類

 

 （ａ）合併を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の時開示

等に関する規則の取扱い５．（３）ｅに掲げ

る書類 

 

 （ｂ）株式交換を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の時開示

等に関する規則の取扱い５．（３）ｄの３に

掲げる書類 
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 （ｃ）株式移転を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の時開示

等に関する規則の取扱い５．（３）ｄの４に

掲げる書類 

 

 ｃ 第１項第１号又は第２号に定める者につい

て記載した第３条第２項第２号、第３号、第

５号、第８号の３、２.（３）ｂ、ｃの２、ｊ、

ｌ及びｎの３並びに第３条第５項第３号に掲

げる書類。 

 

（３） 第１項の規定の適用を受けてＱ－Ｂｏａ

ｒｄへ上場申請を行う新規上場申請者は、第３

条第１２項に規定する書類のほか、前（２）ｂ

（ｃ）に掲げる書類のうち、同条第２項第３号

及び２．（４）ｎの３に掲げる書類を上場前及

び上場後において本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

（新設） 

（４） 第１項の規定の適用を受けてＱ－Ｂｏａ

ｒｄへ上場申請を行う新規上場申請者について

の第２項第５号の規定の適用については、同号

中「新規上場申請者」とあるのは「上場申請に

係る株券等の発行者」とする。 

（新設） 

（５） 第１項の規定の適用を受けてＱ－Ｂｏａ

ｒｄへ上場申請を行う新規上場申請者について

の１１．の４の規定の適用については、同項中

「新規上場申請者」とあるのは「上場申請に係

る株券等の発行者」とする。 

（新設） 

（６） 第１項の規定の適用を受けてＱ－Ｂｏａ

ｒｄへ上場申請を行う新規上場申請者について

の株券上場審査基準の取扱い５．（１）の規定

の適用については、同取扱い５．（１）中「新

規上場申請者の株式」とあるのは「新規上場申

請者に係る株券等」とする。 

（新設） 

  

１０．の４ 第４条の４（上場市場の変更申請を

行う上場会社が市場変更日以前に合併等を実施

する予定である場合の特例）関係 

（新設） 
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（１） 第１項の規定に基づき上場市場の変更申

請を行う場合には、原則として、「上場市場の

変更申請書」その他の書類の提出、参考となる

べき報告、資料の提出、上場市場の変更審査に

対する協力、上場市場の変更審査料等の納入等

については、合併、株式交換又は株式移転が行

われる前の期間においては上場市場の変更申請

を行う者が行うものとし、合併、株式交換又は

株式移転が行われた後は同項各号に定める者が

行うものとする。 

（新設） 

（２） 第３項に規定する本所が定める書類とは、

次のａ及びｂに掲げる書類とする。 

（新設） 

 ａ 第１項に規定する合併、株式交換又は株式

移転を決議した取締役会の議事録の写し（会

社法第３７０条の規定により取締役会の決議

があったものとみなされる場合にあっては、

当該場合に該当することを証する書面を含

む。） 

 

 ｂ 第１項第１号及び第２号に定める者につい

て記載した第３条第２項第２号、第３号、第

５号、第８号の３、２．（４）ｂ、ｃの２、

ｊ、ｌ及びｎの３並びに同条第５項第３号に

掲げる書類。 

 

（３） 第１項の規定の適用を受けて上場市場の

変更申請を行う上場会社は、前（２）ｂに定め

る書類のうち、第３条第２項第３号及び２．

（４）ｎの３に掲げる書類を上場市場の変更前

及び変更後において本所が公衆の縦覧に供する

ことに同意するものとする。 

（新設） 

（４） （１）から前（３）のほか、第１項に規

定する場合における上場市場の変更申請の手

続、上場市場の変更審査その他の規定の適用に

関し必要な事項は、本所がその都度定める。 

（新設） 

  

１１．第６条（上場審査料）関係 １１．第６条（上場審査料）関係 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 新規上場申請者の発行する有価証券が、

既に国内の他の金融商品取引所に上場されてい

る場合には、第６条に規定する本所が定める金

額は５０万円とする。 

（２） 新規上場申請者の発行する有価証券が、

既に国内の他の金融商品取引所に上場されてい

る場合には、上場審査料の納入を免除するもの

とする。 

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略） 

  

１６．第１２条の３（上場市場の変更）関係 １６．第１２条の３（上場市場の変更）関係 

（１） 第４項に規定する「本所が定める書類」

とは、次のａからｃに掲げる書類をいうものと

する。 

 ａ 上場市場変更申請者の属する企業集団及び

その経理の状況その他事業内容に関する重要

な事項等を記載した「上場市場の変更申請の

ための有価証券報告書」  ２部 

 ｂ 第３条第２項第１号、第６号及び第８号の

４並びに２．（３）ｊに掲げる書類に準ずる

書類 

 ｃ 第３条第６項第４号に定める書類（上場会

社が連結財務諸表を作成すべき会社であっ

て、かつ、四半期報告書を内閣総理大臣等に

提出した場合に限る。） 

（１） 第４項において準用する第３条第２項第

４号に掲げる書類については、次に定めるとこ

ろによる。 

 ａ ２.（１）本文の規定を準用する。 

 ｂ 「上場市場の変更申請のための有価証券報

告書(Ⅰの部）」は、直前事業年度の有価証券

報告書と同一の記載内容とする。 

 ｃ 第３条第７項第３号及び２．（１）ｂの３

の規定は、「上場市場の変更申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）」について準用する。

この場合において、２．（１）ｂの３中「「最

近」の計算は、新規上場申請日の直前事業年

度の末日を起算日としてさかのぼる。以下同

じ。」とあるのは「「最近」の計算は、上場

市場の変更申請日の直前事業年度の末日（上

場市場の変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合には、

当該直前事業年度の前事業年度の末日をい

う。）を起算日としてさかのぼる。」と読み

替える。 

 ｄ ２.（１）ｃの規定は、前ｂの「上場市場の

変更申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」

について準用する。 

（２） 前（１）ａに掲げる「上場市場の変更申

請のための有価証券報告書」については、次の

ａからｃに定めるところによる。 

 ａ 「上場市場の変更申請のための有価証券報

告書」は、Ⅰの部及び本所が上場市場の変更

審査のために必要と認める書類から成るもの

（２） 第４項において準用する第３条第２項第

９号に掲げる書類については、２.（３）（ａ、

ｃ、ｇからｉまで及びｋからｍまでを除く｡）の

規定を準用する。 
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とする。 

 ｂ 「上場市場の変更申請のための有価証券報

告書(Ⅰの部）」は、直前事業年度の有価証券

報告書と同一の記載内容とする。 

 ｃ 第３条第７項第３号及び２．（１）ｂの３

の規定は、「上場市場の変更申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）」について準用する。

この場合において、２．（１）ｂの３中「「最

近」の計算は、新規上場申請日の直前事業年

度の末日を起算日としてさかのぼる。以下同

じ。」とあるのは「「最近」の計算は、上場

市場の変更申請日の直前事業年度の末日（上

場市場の変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合には、

当該直前事業年度の前事業年度の末日をい

う。）を起算日としてさかのぼる。」と読み

替える。 

（削る） （３） 第４項において準用する第３条第７項に

おいて定める書類については、６.の規定を準用

する。 

  

１７．第１２条の４(上場市場の変更審査料）関係 １７．第１２条の４(上場市場の変更審査料）関係

（１） 第１２条の４に規定する「本所が定める

金額」は、５０万円とする。 

（１） 第１２条の３に規定する「本所が定める

金額」は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変

更の場合は５０万円、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場

市場の変更の場合は５０万円とする。ただし、

上場市場変更申請者が当該上場市場の変更申請

により前に上場市場の変更申請を行ったことが

あり、かつ、直近の上場市場の変更申請日の属

する事業年度の初日から起算して３年以内に上

場市場の変更申請を行う場合には、その半額と

する。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

１７．の２ 第１２条の５（上場市場の変更予備

申請）関係 

（新設） 
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  前１７．の規定は、第４項に規定する上場市

場の変更予備審査料について準用する。 

 

  

１８．第１２条の７（吸収合併等の場合の上場市

場の変更） 

１８．第１２条の６（吸収合併等の場合の上場市

場の変更） 

（１） 第１項に規定する本所が定める行為とは、

株券上場廃止基準の取扱い１．(９）ａに定める

行為をいう。この場合において、同ａ中「非上

場会社」とあるのは「本則市場の上場会社」と

読み替える。 

（１） 第１項に規定する本所が定める行為とは、

株券上場廃止基準の取扱い１．(９）ａに定める

行為をいう。この場合において、同ａ中「非上

場会社」とあるのは「既存市場の上場会社」と

読み替える。 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

（６） 上場会社が第１２条の８第１項の申請を

行うことができる期限は、猶予期間が終了した

後採取の有価証券報告書の提出日から起算して

８日目(休業日を除外する。）の日とする。 

（６） 上場会社が第１２条の７第１項の申請を

行うことができる期限は、猶予期間が終了した

後採取の有価証券報告書の提出日から起算して

８日目(休業日を除外する。）の日とする。 

（７） 上場会社が第１２条の８第１項に規定す

る審査を申請するときは、審査料として１００

万円を、当該申請日が属する月の翌月末日まで

に支払うものとする。 

（７） 上場会社が第１２条の７第１項に規定す

る審査を申請するときは、審査料として１００

万円を、当該申請日が属する月の翌月末日まで

に支払うものとする。 

（８） （略） （８） （略） 

  

  

付 則  

１ この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 

 

２ 改正後の２、４、８、１０及び１１の規定は、

この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

以後に上場申請を行う者から適用する。 

 

３ 改正後の１６、１７及び１７．の２の規定は、

施行日以後にＱ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の

変更申請を行う者から適用する。 

 

  

  

別添１ 新規上場申請者の合併等に係る「重要な

影響」について 

別添１ 新規上場申請者の合併等に係る「重要な

影響」について 

 ２．（１）ｃ及び同（３）ｇに規定する「重要  ２．（１）ｃ及び同（３）ｇに規定する「重要

-44-



 

な影響」については、Ⅰに定めるところにより、

合併当事会社又は新規上場申請者等の財務諸表等

における総資産額、純資産の額、売上高及び利益

の額の各項目に係る影響度（Ⅱに掲げる算式によ

り計算した割合をいう。以下同じ。）を算出して、

決定するものとする。 

な影響」については、Ⅰに定めるところにより、

合併当事会社又は新規上場申請者等の財務諸表等

における総資産額、純資産の額、売上高及び利益

の額の各項目に係る影響度（Ⅱに掲げる算式によ

り計算した割合をいう。以下同じ。）を算出して、

決定するものとする。 

Ⅰ 合併、分割、子会社化若しくは非子会社化又

は事業の譲受け若しくは譲渡（以下この別添１

において「合併等」という。）に係る影響度が、

いずれかの項目で５０％以上である場合は、重

要な影響があるものとして取り扱う。 

Ⅰ 合併（新規上場申請者が東京又は大阪証券取

引所のいずれかの上場会社である場合を除く。

以下同じ。）、分割、子会社化若しくは非子会

社化又は事業の譲受け若しくは譲渡（以下「合

併等」という。）に係る影響度が、いずれかの

項目で２０％以上である場合は、重要な影響が

あるものとして取り扱う。 

Ⅱ （略） Ⅱ （略） 
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有価証券上場規程別表取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第１ 株券、優先出資証券及び外国株預託証券等

１ 株 券 

（１）上場手数料関係 

第１ 株券、優先出資証券及び外国株預託証券等

１ 株 券 

（１）上場手数料関係 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場廃止された株券又は外国株預託証券等

が上場廃止後６か月以内に再上場される場合

（上場廃止された株券又は外国株預託証券等

が合併などの事由により再上場されるとみな

される場合を含む。）又は上場廃止された株

券若しくは外国株預託証券等が他の上場会社

の株券又は外国株預託証券等として追加上場

されるとみなされる場合の上場手数料につい

ては、控除することができる。 

ｂ 上場廃止された株券又は外国株預託証券等

が上場廃止後６か月以内に再上場される場合

（上場廃止された株券又は外国株預託証券等

が合併などの事由により再上場されるとみな

される場合を含む。）又は上場廃止された株

券若しくは外国株預託証券等が他の上場会社

の株券又は外国株預託証券等として追加上場

されるとみなされる場合の上場手数料につい

ては、当該株券又は外国株預託証券等の上場

に際して請求すべき金額から控除することが

できる。この場合において、「上場廃止前に

納付した上場手数料の額」は、再上場又は追

加上場に係る上場手数料の納入期に現に効力

を有する「徴収標準」により計算される金額

をいうものとする。 

ｃ～ｆ （略） ｃ～ｆ （略） 

ｇ 新規上場申請者の上場申請した株券又は外

国株預託証券等が既に国内の他の金融商品取

引所に上場されている場合又は外国の金融商

品取引所等に上場又は継続的に取引されてい

る場合の上場手数料は、１００万円とする。

ｇ 新規上場申請者の上場申請した株券又は外

国株預託証券等が既に国内の他の金融商品取

引所に上場されている場合又は外国の金融商

品取引所等に上場又は継続的に取引されてい

る場合は、別表に定める上場手数料の２分の

１を上場手数料とする。ただし、別表ただし

書に該当する場合及び本所が別に定めたとき

は、この限りでない。 

ｈ・ｉ （略） ｈ・ｉ （略） 

 ｊ 上場会社の公募又は第三者割当増資等に際

して発行される新株式に係る上場手数料の上

限は、６,０００万円とする。 

 （新設） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 
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付  則 

この改正規定は、平成２４年５月１０日から施

行する。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（上場審査）関係 １．第２条（上場審査）関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第１項各号に掲げる事項の審査は、それ

ぞれ次に掲げる基準に適合するかどうかを検討

するものとする。 

（２） 第１項各号に掲げる事項の審査は、新規

上場申請書類（有価証券上場規程第３条各項の

規定に基づき新規上場申請者が提出する書類を

いう。以下同じ。）及び質問等に基づき、それ

ぞれ次に掲げる基準に適合するかどうかを検討

するものとする。 

 ａ 第１号関係  ａ 第１号関係 

 （ａ）新規上場申請者の企業グループの事業計

画が、そのビジネスモデル、事業環境、リス

ク要因等を踏まえて、適切に策定されている

と認められること。 

 （ａ）新規上場申請者の企業グループの利益計

画及び収支計画に合理性があること。 

 （ｂ）新規上場申請者の企業グループが今後に

おいて安定的に利益を計上することができる

合理的な見込みがあること。 

 （ｂ）新規上場申請者の企業グループの今後の

損益及び収支の見通しが良好なものであるこ

と。この場合において、新規上場申請者の企

業グループが、次のイからハまでのいずれか

に該当するときは、今後の損益及び収支の見

通しが良好なものとして取り扱うものとす

る。 

   イ 新規上場申請者の企業グループの最近に

おける損益及び収支の水準を維持すること

ができる合理的な見込みがあるとき。 

   ロ 新規上場申請者の企業グループの損益又

は収支が悪化している場合において、当該

企業グループの損益又は収支の水準の今後

における回復が客観的な事実に基づき見込

まれるなど当該状況の改善が認められると

き。 

   ハ 新規上場申請者の企業グループの最近に

おける損益又は収支が良好でない場合にお

いて、当該企業グループが近い将来に相応

の利益を計上することが合理的に見込ま
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れ、かつ、当該企業グループの今後におけ

る損益又は収支の回復又は改善が客観的な

事実に基づき認められるとき。 

 （ｃ） （略）  （ｃ） （略） 

 ｂ・ｃ （略）  ｂ・ｃ （略） 

 ｄ 第４号関係  ｄ 第４号関係 

 （ａ）～（ｄ） （略）  （ａ）～（ｄ） （略） 

 （ｅ）（ａ）から前（ｄ）までの規定にかかわ

らず、新規上場申請者の発行する株券が既に

国内の他の金融商品取引所に上場しており、

新規上場申請者の企業内容等の開示実績が良

好である場合には、その状況を勘案して、審

査を行うこととする。 

 （新設） 

 ｅ （略）  ｅ （略） 

（３） 前（２）の規定にかかわらず、新規上場

申請者が外国会社である場合の第１項各号に掲

げる事項の審査は、それぞれ次に掲げる基準に

適合するかどうかを検討するものとする。この

場合において、新規上場申請者の本国及び上場

申請に係る株券若しくは当該株券に係る権利を

表示する外国株預託証券等又は上場申請に係る

外国株預託証券等若しくは当該外国株預託証券

等に表示される権利に係る株券が上場又は継続

的に取引されている外国の金融商品取引所等の

所在する国（以下「本国等」という。）におけ

る法制度、実務慣行等を勘案して行うものとす

る。 

（３） 前（２）の規定にかかわらず、新規上場

申請者が外国会社である場合の第１項各号に掲

げる事項の審査は、新規上場申請書類及び質問

等に基づき、それぞれ次に掲げる基準に適合す

るかどうかを検討するものとする。この場合に

おいて、新規上場申請者の本国及び上場申請に

係る株券若しくは当該株券に係る権利を表示す

る外国株預託証券等又は上場申請に係る外国株

預託証券等若しくは当該外国株預託証券等に表

示される権利に係る株券が上場又は継続的に取

引されている外国の金融商品取引所等の所在す

る国（以下「本国等」という。）における法制

度、実務慣行等を勘案して行うものとする。 

 ａ～ｄ （略）  ａ～ｄ （略） 

 ｅ 第５号関係  ｅ 第５号関係 

 （ａ）～（ｃ） （略）  （ａ）～（ｃ） （略） 

 （ｄ）新規上場申請者が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、本所のみに新規上場申請

が行われる場合には、「上場申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）」に、次のイ及びロ

 （ｄ）新規上場申請者が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、本所のみに新規上場申請

が行われる場合には、「新規上場申請のため

の有価証券報告書（Ⅰの部）」に、次のイ及
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に掲げる事項が記載されていること。 びロに掲げる事項が記載されていること。 

  イ・ロ （略）   イ・ロ （略） 

 （ｅ） （略）  （ｅ） （略） 

（４） （略） （４） （略） 

（５） （２）から前（４）までの規定にかかわ

らず、新規上場申請者が上場会社の人的分割に

より設立される会社であって、当該分割前に上

場申請が行われた場合には、第１項各号に掲げ

る事項の審査は、分割により承継する事業及び

分割の計画等について、（２）から前（４）ま

でに掲げる基準に適合するかどうかを検討する

ものとする。 

（５） （２）から前（４）までの規定にかかわ

らず、新規上場申請者が上場会社の人的分割に

より設立される会社であって、当該分割前に上

場申請が行われた場合には、第１項各号に掲げ

る事項の審査は、新規上場申請書類及び質問等

に基づき、分割により承継する事業及び分割の

計画等について、（２）から前（４）までに掲

げる基準に適合するかどうかを検討するものと

する。 

（６） 第３項に規定する本所が定める期間は、

本所が上場申請を受理してから３か月とする。

（新設） 

  

２．第４条（上場審査基準）第１項関係 ２．第４条（上場審査基準）第１項関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 株式の分布状況 （２） 株式の分布状況 

 ａ （略）  ａ （略） 

 ｂ 新規上場申請者が、前ａの（ｅ）又は（ｆ）

の規定により少数特定者持株数及び株主数の

算定の基礎とした基準日等（（ｆ）の場合に

あっては、組織変更に伴う相互会社の社員に

対する株式の割当ての基準となる日。以下こ

の（２）において「最近の基準日等」という。）

の後に上場申請に係る株券又は優先出資証券

の公募若しくは売出し又は上場のための数量

制限付分売を行う場合は、次の取扱いによる

ものとし、当該取扱いに定める「公募又は売

出予定書」又は「数量制限付分売予定書」に

記載される株式の分布状況に基づき少数特定

者持株数及び株主数を算定するものとする。

 ｂ 新規上場申請者が、前ａの（ｅ）又は（ｆ）

の規定により少数特定者持株数及び株主数の

算定の基礎とした基準日等（（ｆ）の場合に

あっては、組織変更に伴う相互会社の社員に

対する株式の割当ての基準となる日。以下こ

の（２）において「最近の基準日等」という。）

の後に上場申請に係る株券又は優先出資証券

の公募若しくは売出し又は上場のための数量

制限付分売を行う場合は、次の取扱いによる

ものとし、当該取扱いに定める「公募又は売

出予定書」又は「数量制限付分売予定書」に

記載される株式の分布状況に基づき少数特定

者持株数及び株主数を算定するものとする。

 （ａ）公募又は売出しを行う場合  （ａ）公募又は売出しを行う場合 

  イ・ロ （略）   イ・ロ （略） 

  ハ 元引受会員は、原則として公募又は売出   ハ 元引受会員は、原則として公募又は売出
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しの申込期間終了の日から起算して３日目

（休業日を除外する。）の日までに、本所

所定の「公募又は売出実施通知書」を提出

するとともに、当該公募又は売出しの内容

を新規上場申請者に通知するものとする。

しの申込期間終了の日から起算して３日以

内に、本所所定の「公募又は売出実施通知

書」を提出するとともに、当該公募又は売

出しの内容を新規上場申請者に通知するも

のとする。 

  ニ （略）   ニ （略） 

 （ｂ）上場のための数量制限付分売を行う場合  （ｂ）上場のための数量制限付分売を行う場合

  イ・ロ （略）   イ・ロ （略） 

  ハ 立会外分売取扱会員は、原則として上場

のための数量制限付分売の日から起算して

３日目（休業日を除外する。）の日までに、

本所所定の「数量制限付分売後の株式の分

布状況表」を提出するとともに、当該上場

のための数量制限付分売の結果を新規上場

申請者に通知するものとする。 

  ハ 立会外分売取扱会員は、原則として上場

のための数量制限付分売の日から起算して

３日以内に、本所所定の「数量制限付分売

後の株式の分布状況表」を提出するととも

に、当該上場のための数量制限付分売の結

果を新規上場申請者に通知するものとす

る。 

 （ｃ） （略）  （ｃ） （略） 

 ｃ～ｅ （略）  ｃ～ｅ （略） 

 ｆ 新規上場申請者が、上場日以前に合併又は

株式交換若しくは株式移転を行う場合の株式

の分布状況については、前ｅの規定を準用す

る。 

 （新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 純資産の額 （５） 純資産の額 

 ａ 第５号に規定する上場日における純資産の

額については、次の（ａ）及び（ｂ）の区分

に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に規定する額

を審査対象とするものとする。 

（新設） 

 （ａ）上場申請日の属する事業年度の初日以後

に新規上場申請者が「上場申請のための四半

期報告書」又は四半期報告書を作成した場合

   直近の「上場申請のための四半期報告書」

又は四半期報告書に記載された直前四半期会

計期間の末日における「純資産の額」 

 

 （ｂ）前（ａ）以外の場合 

   「上場申請のための有価証券報告書」に記

載された直前事業年度の末日における「純資

 

-51-



 

産の額」 

ｂ 前ａ（ａ）に規定する直前四半期会計期間

の末日における「純資産の額」とは、四半期

連結貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額（四半期連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則（平成１９年内閣府令

第６４号）の規定により作成された四半期連

結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同規

則第６０条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記される

新株予約権及び少数株主持分を控除して得た

額をいう。以下この（５）において同じ。）を

いう。ただし、新規上場申請者がＩＦＲＳ任

意適用会社（連結財務諸表規則第９３条に規

定する指定国際会計基準により財務諸表等又

は四半期財務諸表等を作成し、内閣総理大臣

等に提出する会社をいう。以下同じ。）であ

る場合又は同規則第９５条において準用す

る連結財務諸表規則第９５条の規定の適用を

受ける場合は、四半期連結貸借対照表に基

づいて算定される純資産の額に相当する

額をいうものとする。 

ａ 第５号に規定する「純資産の額」とは、連

結貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法

に関する規則（昭和５１年大蔵省令第２８号。

以下「連結財務諸表規則」という。）の規定

により作成された連結貸借対照表の純資産の

部の合計額に、同規則第４５条の２第１項に

規定する準備金等を加えて得た額から、当該

純資産の部に掲記される新株予約権及び少数

株主持分を控除して得た額をいう。以下同

じ。）をいうものとする。ただし、新規上場

申請者がＩＦＲＳ任意適用会社（連結財務諸

表規則第９３条に規定する指定国際会計基準

により財務諸表等又は四半期財務諸表等を作

成し、内閣総理大臣等に提出する会社をいう。

以下同じ。）である場合又は同規則第９５条

の規定の適用を受ける場合は、連結貸借対照

表に基づいて算定される純資産の額に相当す

る額をいうものとする。 

 ｃ 前ｂの場合において、有価証券上場規程第

３条第６項第４号に定める四半期貸借対照表

のうち直近の四半期貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額（四半期財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則（平成１９年

内閣府令第６３号）の規定により作成された

四半期貸借対照表の純資産の部の合計額に、

同規則第５３条第１項に規定する準備金等を

加えて得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる新株予約権を控除して得た額をいう。以

下この（５）において同じ。）が負でないこ

とを要するものとする。 

 ｂ 前ａの場合において、上場申請日の直前事

業年度の末日における貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額（財務諸表等規則の規

定により作成された貸借対照表の純資産の部

の合計額に、同規則第５４条の３第１項に規

定する準備金等を加えて得た額から、当該純

資産の部に掲記される新株予約権を控除して

得た額をいう。以下同じ。）が負でないこと

を要するものとする。 

 ｄ ｂ及び前ｃの規定にかかわらず、新規上場

申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でな

 ｃ ａ及び前ｂの規定にかかわらず、新規上場

申請者が連結財務諸表を作成すべき会社でな
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い場合のａ（ａ）に規定する直前四半期会計

期間の末日における「純資産の額」とは、四

半期貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額をいうものとする。ただし、当該新規上

場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合

は、四半期貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額に相当する額をいうものとする。

い場合の第５号に規定する「純資産の額」と

は、貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額をいうものとする。ただし、当該新規上

場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合

は、貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額に相当する額をいうものとする。 

 ｅ ｂから前ｄまでの規定にかかわらず、新規

上場申請者が外国会社である場合のａ（ａ）

に規定する直前四半期会計期間の末日におけ

る「純資産の額」とは、新規上場申請者が四

半期連結財務諸表を財務書類として掲記して

いるときは、四半期連結貸借対照表に基づい

て算定される純資産の額に相当する額をいう

ものとし、新規上場申請者が四半期連結財務

諸表を財務書類として掲記していないとき

は、四半期貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額に相当する額又は結合四半期貸借

対照表に基づいて算定される純資産の額に相

当する額をいうものとする。 

 ｄ ａから前ｃまでの規定にかかわらず、新規

上場申請者が外国会社である場合の第５号に

規定する「純資産の額」とは、新規上場申請

者が連結財務諸表を財務書類として掲記して

いるときは、連結貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額に相当する額をいうものと

し、新規上場申請者が連結財務諸表を財務書

類として掲記していないときは、貸借対照表

又は結合貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額に相当する額をいうものとする。こ

の場合において、本国通貨の本邦通貨への換

算は、原則として、直前事業年度の末日から

さかのぼって３年間における東京外国為替市

場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信

買相場との中値の平均又は直前事業年度の末

日における同中値により行うものとする。 

 ｆ 前ｅにおいて、本国通貨の本邦通貨への換

算は、原則として、上場申請日の直前四半期

会計期間の末日以前３年間の東京外国為替市

場における対顧客直物電信売相場と対顧客直

物電信買相場との中値の平均又は上場申請日

の直前四半期会計期間の末日における同中値

により行うものとする。 

（新設） 

 ｆの２ ａ（ｂ）において、新規上場申請者又

はその子会社が上場申請日の属する事業年度

の初日以後において、次の（ａ）又は（ｂ）

に掲げる行為を行っている場合には、当該

（ａ）又は（ｂ）に定める会社の純資産の額

について審査対象とするものとする。 

（新設） 
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  （ａ）合併（新規上場申請者とその子会社又

は新規上場申請者間の子会社間の合併を除

く。） 

    合併主体会社 

  （ｂ）株式交換（新規上場申請者とその子会

社又は新規上場申請者間の子会社間の株式

交換を除く。） 

    株式交換主体会社 

 ｇ ａ（ａ）において、新規上場申請者が上場

申請日の属する四半期会計期間の初日以後に

持株会社になった場合（他の会社に事業を承

継させる又は譲渡することに伴い持株会社に

なった場合を除く。）には、その子会社（持

株会社になった日の子会社に限る。）の四半

期連結貸借対照表に基づいて算定される純資

産の額に相当する額（当該子会社が連結財務

諸表を作成すべき会社でない場合は、四半期

貸借対照表に基づいて算定される純資産の額

に相当する額）（当該子会社が複数ある場合

は、当該複数の子会社の当該四半期連結貸借

対照表又は四半期貸借対照表を連結又は結合

した貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額に相当する額）について審査対象とする

ものとする。 

 ｅ 第５号において、新規上場申請者が上場申

請日の属する事業年度の初日以後に持株会社

になった場合（他の会社に事業を承継させる

又は譲渡することに伴い持株会社になった場

合を除く。）には、その子会社（持株会社に

なった日の子会社に限る。）の連結貸借対照

表（当該子会社が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合は、貸借対照表）に基づいて

算定される純資産の額に相当する額（当該子

会社が複数ある場合は、当該複数の子会社の

当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表を連

結又は結合した貸借対照表に基づいて算定さ

れる純資産の額に相当する額）について審査

対象とするものとする。 

 ｈ ａ（ａ）において、新規上場申請者が、会

社分割等により他の会社の事業を承継する又

は譲り受ける会社（当該他の会社から承継す

る又は譲り受ける事業が新規上場申請者の事

業の主体となる場合に限る。）であって、上

場申請日の直前四半期会計期間の末日におい

てその事業を承継していない又は譲り受けて

いない場合には、有価証券上場規程に関する

取扱い要領２．（３）ｄの２又はｅの２の規

定により提出される書類に記載される当該他

の会社から承継する又は譲り受ける事業に係

る純資産の額に相当する額について審査対象

 ｆ 第５号において、新規上場申請者が、会社

の分割等により他の会社の事業を承継する又

は譲り受ける会社（当該他の会社から承継す

る又は譲り受ける事業が新規上場申請者の事

業の主体となる場合に限る。）であって、上

場申請日の直前事業年度の末日においてその

事業を承継していない又は譲り受けていない

場合には、有価証券上場規程に関する取扱い

要領２．（３）ｄの２又はｅの２の規定によ

り提出される書類に記載される当該他の会社

から承継する又は譲り受ける事業に係る純資

産の額に相当する額について審査対象とする
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とするものとする。 ものとする。 

 ｉ ａ（ａ）において、新規上場申請者が上場

申請日の属する四半期会計期間の初日以後相

互会社から株式会社への組織変更を行う場合

には、当該相互会社の連結四半期貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額（当該相互

会社が連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合は、四半期貸借対照表に基づいて算定さ

れる純資産の額）に相当する額について審査

対象とするものとする。この場合における純

資産の額に相当する額の算定においては、当

該相互会社の基金の額（保険業法第８９条第

１項ただし書に規定する額を除く。）を控除

するとともに、当該相互会社の剰余金処分に

関する書面に剰余金処分額として掲記される

社員配当準備金を費用とみなすものとする。

 ｇ 第５号において、新規上場申請者が上場申

請日の属する事業年度の初日以後相互会社か

ら株式会社への組織変更を行う場合には、当

該相互会社の連結貸借対照表（当該相互会社

が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合

は、貸借対照表）に基づいて算定される純資

産の額に相当する額について審査対象とする

ものとする。この場合における純資産の額に

相当する額の算定においては、当該相互会社

の基金の額（保険業法第８９条第１項ただし

書に規定する額を除く。）を控除するととも

に、当該相互会社の剰余金処分に関する書面

に剰余金処分額として掲記される社員配当準

備金を費用とみなすものとする。 

 ｊ ａ（ａ）において、新規上場申請者が上場

申請日の属する四半期会計期間の初日以後外

国持株会社となった場合で、本所が適当と認

めるときは、本所が適当と認める財務書類に

基づいて算定される純資産の額について審査

対象とするものとする。 

 ｈ 第５号において、新規上場申請者が直前事

業年度の翌日以後外国持株会社となった場合

で、本所が適当と認めるときは、本所が適当

と認める財務書類に基づいて算定される純資

産の額について審査対象とするものとする。

 ｋ 新規上場申請者（ｇから前ｊまでに規定す

る会社のうち新規上場申請者以外の会社を含

む。）が上場申請日の属する四半期会計期間

の初日以後においてｇから前ｊまでに規定す

る行為を重ねて行っている場合については、

ｇから前ｊまでの規定の趣旨に照らして本所

が適当と認める財務情報に基づいて算定され

る純資産の額に相当する額について審査対象

とするものとする。 

 ｉ 新規上場申請者（ｅから前ｈまでに規定す

る会社のうち新規上場申請者以外の会社を含

む。）が上場申請日の属する事業年度の初日

以後においてｅから前ｈまでに規定する行為

を重ねて行っている場合については、ｅから

前ｈまでの規定の趣旨に照らして本所が適当

と認める財務情報に基づいて算定される純資

産の額に相当する額について審査対象とする

ものとする。 

 ｌ 新規上場申請者が、上場申請日の直前四半

期会計期間の末日の翌日以後に新規上場申請

に係る株券の公募を行う場合又は行った場合

であって、直前四半期会計期間の末日におけ

る純資産の額、公募による調達見込額又は調

（新設） 
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達額及び審査対象とする純資産の額を記載し

た本所所定の「純資産の額計算書」を提出す

るときは、当該「純資産の額計算書」に記載

される純資産の額について審査対象とするも

のとする。 

 ｍ ｂから前ｌまでの規定は、ａ（ｂ）につい

て準用する。この場合において、これらの規

定中「直前四半期会計期間」とあるのは、「直

前事業年度」と、「四半期連結貸借対照表」

とあるのは「連結貸借対照表」と、「四半期

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則（平成１９年内閣府令第６４号）」

とあるのは「連結財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省令

第２８号）」と、「同規則第６０条第１項に

規定する準備金等」とあるのは「同規則第４

５条の２第１項に規定する準備金等」と、「同

規則第９５条において準用する連結財務諸表

規則第９５条」とあるのは「連結財務諸表規

則第９５条」と、「有価証券上場規程第３条

第６項第４号に定める四半期貸借対照表のう

ち直近の四半期貸借対照表」とあるのは「「上

場申請のための有価証券報告書」に記載され

た直前事業年度の末日における貸借対照表」

と、「四半期財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則（平成１９年内閣府令第６

３号）」とあるのは「財務諸表等規則」と、

「四半期貸借対照表」とあるのは「貸借対照

表」と、「同規則第５３条第１項に規定する

準備金等」とあるのは「同規則第５４条の３

第１項に規定する準備金等」と、「四半期連

結財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、

「結合四半期貸借対照表」とあるのは「結合

貸借対照表」と、「上場申請日の属する四半

期会計期間」とあるのは「上場申請日の属す

る事業年度」とそれぞれ読み替えるものとす

（新設） 
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る。 

（６） 利益の額 （６） 利益の額 

（削る）  ａ 第６号に規定する「最近」の起算は、上場

申請日の直前事業年度の末日からさかのぼる

ものとする。（以下、「最近」の起算につい

ては、この取扱いにおいて同じ。） 

 ａ 第６号に規定する｢利益の額｣とは、連結損

益計算書等（連結損益計算書及び連結包括利

益計算書、又は連結損益及び包括利益計算書

をいう。以下同じ。）に基づいて算定される

利益の額（連結財務諸表規則第６１条により

記載される「経常利益金額」又は「経常損失

金額」に同規則第６５条第３項により記載さ

れる金額を加減した金額をいう。以下同じ。）

をいうものとする。ただし、新規上場申請者

がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又は同規

則第９５条の規定の適用を受ける場合は、連

結損益計算書等に基づいて算定される利益の

額に相当する額をいうものとする。 

 ｂ 第６号に規定する｢利益の額｣とは、連結損

益計算書等（連結損益計算書及び連結包括利

益計算書、又は連結損益及び包括利益計算書

をいう。以下同じ。）に基づいて算定される

利益の額（連結財務諸表規則第６１条により

記載される「経常利益金額」又は「経常損失

金額」と同規則第６４条により記載される「税

金等調整前当期純利益金額」又は「税金等調

整前当期純損失金額」（同規則第６７条によ

り掲記される特別法上の準備金等の繰入額又

は取崩額及び債務免除益の金額を除外した

額）とのいずれか低い額に同規則第６５条第

３項により記載される金額を加減した金額を

いう。以下同じ。）をいうものとする。ただ

し、新規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社

である場合又は同規則第９５条の規定の適用

を受ける場合は、連結損益計算書等に基づい

て算定される利益の額に相当する額をいうも

のとする。 

 ｂ 前ａの規定にかかわらず、審査対象期間に

おいて新規上場申請者が連結財務諸表を作成

すべき会社でない期間がある場合は、当該期

間に係る第６号に規定する「利益の額」とは、

損益計算書に基づいて算定される利益の額

（財務諸表等規則第９５条により表示される

「経常利益金額」又は「経常損失金額」をい

う。以下同じ。）をいうものとする。ただし、

当該新規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社

である場合は、損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額をいうものとす

 ｃ 前ｂの規定にかかわらず、審査対象期間に

おいて新規上場申請者が連結財務諸表を作成

すべき会社でない期間がある場合は、当該期

間に係る第６号に規定する「利益の額」とは、

損益計算書に基づいて算定される利益の額

（財務諸表等規則第９５条により表示される

「経常利益金額」又は「経常損失金額」と同

規則第９５条の４により表示される「税引前

当期純利益金額」又は「税引前当期純損失金

額」（同規則第９８条の２により掲記される

特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額及び
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る。 債務免除益の金額を除外した額）のいずれか

低い額をいう。以下同じ。）をいうものとす

る。ただし、当該新規上場申請者がＩＦＲＳ

任意適用会社である場合は、損益計算書に基

づいて算定される利益の額に相当する額をい

うものとする。 

ｃ ａ及び前ｂの規定にかかわらず、新規上場

申請者が外国会社である場合は、第６号に規

定する「利益の額」とは、新規上場申請者が

連結財務諸表を財務書類として掲記している

ときは、連結損益計算書に基づいて算定され

る当期純利益金額又は経常利益金額に相当す

る額をいうものとし、新規上場申請者が連結

財務諸表を財務書類として掲記していないと

きは、損益計算書又は結合損益計算書に基づ

いて計算される当期純利益金額又は経常利益

金額に相当する額をいうものとする。 

 ｄ ｂ及び前ｃの規定にかかわらず、新規上場

申請者が外国会社である場合は、第６号に規

定する「利益の額」とは、新規上場申請者が

連結財務諸表を財務書類として掲記している

ときは、連結損益計算書に基づいて算定され

る当期純利益金額又は経常利益金額に相当す

る額をいうものとし、新規上場申請者が連結

財務諸表を財務書類として掲記していないと

きは、損益計算書又は結合損益計算書に基づ

いて計算される当期純利益金額又は経常利益

金額に相当する額をいうものとする。この場

合において、本国通貨の本邦通貨への換算は、

原則として、直前事業年度の末日からさかの

ぼって３年間における東京外国為替市場の対

顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場

との中値の平均又は直前事業年度の末日にお

ける同中値により行うものとする。 

 ｄ （略）  ｅ （略） 

 ｅ （略）  ｆ （略） 

 ｆ （略）  ｇ （略） 

 ｆの２ 第６号において、新規上場申請者又は

その子会社が審査対象期間又は上場申請日の

属する事業年度の初日以後において株式交換

（新規上場申請者とその子会社又は新規上場

申請者の子会社間の株式交換を除く。）を行

っている場合は、株式交換を行う前について

は、株式交換主体会社の連結損益計算書に基

づいて算定される利益の額（株式交換主体会

社が連結財務諸表を作成すべき会社でない期

間がある場合は、当該期間については、株式

 （新設） 
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交換主体会社の損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額）について審査対象とするもの

とする。ただし、新規上場申請者が外国会社

である場合は、株式交換主体会社の利益の額

（ｃに規定する利益の額をいう。）又は新規

上場申請者の結合した損益計算書に基づいて

算定される利益の額に相当する額について審

査対象とするものとする。 

 ｇ 第６号において、新規上場申請者（新規上

場申請者がｆの規定の適用を受ける場合にあ

っては、合併主体会社）が持株会社であって、

持株会社になった後、新規上場申請日の直前

事業年度の末日までに２年以上を経過してい

ない場合（他の会社に事業を承継させる又は

譲渡することに伴い持株会社になった場合を

除く。）には、最近２年間のうち持株会社に

なる前の期間については、当該期間に係る子

会社（持株会社になった日の子会社に限る。）

の各連結会計年度の連結損益計算書等（当該

子会社が当該期間において連結財務諸表を作

成すべき会社でない場合は、損益計算書）に

基づいて算定される利益の額に相当する額

（当該子会社が複数ある場合は、当該複数の

子会社の当該連結損益計算書等若しくは損益

計算書又は四半期連結損益計算書等（四半期

連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算

書、又は四半期連結損益及び包括利益計算書

をいう。以下同じ。）若しくは四半期損益計

算書を結合した損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額）について審査対

象とするものとする。 

 ｈ 第６号において、新規上場申請者（新規上

場申請者が前ｇの規定の適用を受ける場合に

あっては、合併主体会社）が持株会社であっ

て、持株会社になった後、新規上場申請日の

直前事業年度の末日までに３年以上を経過し

ていない場合（他の会社に事業を承継させる

又は譲渡することに伴い持株会社になった場

合を除く。）には、最近３年間のうち持株会

社になる前の期間については、当該期間に係

る子会社（持株会社になった日の子会社に限

る。）の各連結会計年度の連結損益計算書等

（当該子会社が当該期間において連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合は、損益計算

書）に基づいて算定される利益の額に相当す

る額（当該子会社が複数ある場合は、当該複

数の子会社の当該連結損益計算書等若しくは

損益計算書又は四半期連結損益計算書等（四

半期連結損益計算書及び四半期連結利益計算

書、又は四半期連結損益及び包括利益計算書

をいう。以下同じ。）若しくは四半期損益計

算書を結合した損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額）及び当該期間に

係る子会社（持株会社になった日の子会社に

限る。）の各連結会計年度の連結損益計算書

等（当該子会社が当該期間において連結財務

諸表を作成すべき会社でない場合は、損益計

算書)に掲記される売上高に相当する額（当該

子会社が複数ある場合は、当該複数の子会社
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の当該連結損益計算書等若しくは損益計算書

又は四半期連結損益計算書等若しくは四半期

損益計算書を結合した損益計算書に掲記され

る売上高に相当する額）について審査対象と

するものとする。 

 ｈ 第６号において、新規上場申請者（新規上

場申請者がｆの規定の適用を受ける場合にあ

っては、合併主体会社）が、会社分割等によ

り他の会社の事業を承継する又は譲り受ける

会社（当該他の会社から承継する又は譲り受

ける事業が新規上場申請者の事業の主体とな

る場合に限る。）であって、審査対象期間に

その事業の承継又は譲り受け前の期間が含ま

れる場合には、その承継又は譲受け前の期間

については、有価証券上場規程に関する取扱

い要領２．（３）ｄの２又はｅの２の規定に

より提出される書類に記載される当該他の会

社から承継する又は譲り受ける事業に係る利

益の額に相当する額について審査対象とする

ものとする。 

 ｉ 第６号において、新規上場申請者（新規上

場申請者がｇの規定の適用を受ける場合にあ

っては、合併主体会社）が、会社の分割等に

より他の会社の事業を承継する又は譲り受け

る会社（当該他の会社から承継する又は譲り

受ける事業が新規上場申請者の事業の主体と

なる場合に限る。）であって、審査対象期間

にその事業の承継又は譲り受け前の期間が含

まれる場合には、その承継又は譲受け前の期

間については、有価証券上場規程に関する取

扱い要領２．（３）ｄの２又はｅの２の規定

により提出される書類に記載される当該他の

会社から承継する又は譲り受ける事業に係る

利益の額に相当する額について審査対象とす

るものとする。 

 ｉ 第６号において、新規上場申請者（新規上

場申請者がｆの規定の適用を受ける場合にあ

っては、合併主体会社）が、相互会社から株

式会社への組織変更を行う場合であって、審

査対象期間に当該組織変更前の期間が含まれ

るときは、その組織変更前の期間については、

当該相互会社の連結会計年度の連結損益計算

書等（当該相互会社が当該期間において連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合は、損

益計算書）に基づき算定される利益の額に相

当する額について審査対象とするものとす

る。この場合における利益の額に相当する額

の算定においては、当該相互会社の剰余金処

分に関する書面に剰余金処分額として掲記さ

れる社員配当準備金を費用とみなすものとす

る。 

 ｊ 第６号において、新規上場申請者（新規上

場申請者がｇの規定の適用を受ける場合にあ

っては、合併主体会社）が、相互会社から株

式会社への組織変更を行う場合であって、審

査対象期間に当該組織変更前の期間が含まれ

るときは、その組織変更前の期間については、

当該相互会社の連結会計年度の連結損益計算

書等（当該相互会社が当該期間において連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合は、損

益計算書）に基づき算定される利益の額に相

当する額について審査対象とするものとす

る。この場合における利益の額に相当する額

の算定においては、当該相互会社の剰余金処

分に関する書面に剰余金処分額として掲記さ

れる社員配当準備金を費用とみなすものとす

る。 
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 ｊ （略）  ｋ （略） 

 ｋ 新規上場申請者（ｆから前ｊまでに規定す

る会社のうち新規上場申請者以外の会社を含

む。）が審査対象期間又は上場申請日の属す

る事業年度の初日以後においてｆから前ｊま

でに規定する行為を重ねて行っている場合に

ついては、ｆから前ｊまでの規定の趣旨に照

らして本所が適当と認める財務情報に基づい

て算定される利益の額に相当する額について

審査対象とするものとする。 

 ｌ 新規上場申請者（ｇから前ｋまでに規定す

る会社のうち新規上場申請者以外の会社を含

む。）が審査対象期間又は上場申請日の属す

る事業年度の初日以後においてｇから前ｋま

でに規定する行為を重ねて行っている場合に

ついては、ｇから前ｋまでの規定の趣旨に照

らして本所が適当と認める財務情報に基づい

て算定される利益の額に相当する額について

審査対象とするものとする。 

 ｌ 前２．（５）ｆの規定は、第６号において

準用する。 

 （新設） 

（７）虚偽記載又は不適正意見等 （７）虚偽記載又は不適正意見等 

 ａ～ｆ （略）  ａ～ｆ （略） 

ｇ 新規上場申請者（外国会社を除く。）又は

その子会社が審査対象期間又は上場申請日の

属する事業年度の初日以後に合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の子

会社間の合併を除く。）又は株式交換（新規

上場申請者とその子会社又は新規上場申請者

の子会社間の株式交換を除く。）を行ってい

る場合には、審査対象期間のうち当該合併又

は株式交換を行う前の期間については、合併

主体会社又は株式交換主体会社の当該期間内

に終了する各事業年度及び各連結会計年度の

財務諸表等及び当該財務諸表等が記載又は参

照される有価証券報告書等についても審査対

象とするものとする。 

 ｇ 新規上場申請者（外国会社を除く。）又は

その子会社が審査対象期間に合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の子

会社間の合併を除く。）を行っている場合に

は、審査対象期間のうち当該合併前の期間に

ついては、合併主体会社の当該期間内に終了

する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸

表等及び当該財務諸表等が記載又は参照され

る有価証券報告書等についても審査対象とす

るものとする。 

（８）～（１１） （略） （８）～（１１） （略） 

  

２．の２ 第４条（上場審査基準）第２項関係 ２．の２ 第４条（上場審査基準）第２項関係 

（１） （略） （１） （略） 

（削る） （２） 株式の分布状況 

 第２号に規定する「本邦内株主」とは、上場

申請に係る株券の本所の市場における売買単位

以上の株式を実質的に所有している本邦内に住
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所又は居所を有する者（上場申請に係る株券等

が、外国の金融商品取引所等において上場又は

継続的に取引されていない場合であって、本所

のみに上場申請が行われるときは、外国に住所

又は居所を有する者を含む。）をいうものとす

る。 

（２） （略） （３） （略） 

  

２．の４ 第４条（上場審査基準）第４項関係 ２．の４ 第４条（上場審査基準）第４項関係 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（削る） （３） 外国株預託証券等の分布状況 

 第３号に規定する「本邦内における外国株預

託証券等の所有者数」とは、上場申請に係る外

国株預託証券等の本所の市場における売買単位

以上の外国株預託証券等を実質的に所有してい

る本邦内に住所又は居所を有する者（上場申請

に係る外国株預託証券等が、外国の金融商品取

引所等において上場又は継続的に取引されてい

ない場合であって、本所のみに上場申請が行わ

れるときは、外国に住所又は居所を有する者を

含む。）をいうものとする。 

  

２．の５ 第４条（上場審査基準）第５項関係 （新設） 

（１） 第５項に規定する第４条第１項第２号に

おける少数特定者持株数及び株主数ついては、

株券上場廃止基準第２条第２号ａに規定する少

数特定者持株数及び同条第２号ｂに規定する株

主数をいうものとする。 

 

（２） 第５項に規定する「本所が適当と認める

場合」とは、国内の他の金融商品取引所におけ

る当該新規上場申請者の株券等について、円滑

な流通等が確保されている状況である場合をい

う。 

 

  

４．第５条（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場審査）関係 ４．第５条（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場審査）関係 

（１） 第１項各号に掲げる事項の審査は、それ （１） 第１項各号に掲げる事項の審査は、新規
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ぞれ次に掲げる基準に適合するかどうかを検討

するものとする。 

上場申請書類及び質問等に基づき、それぞれ次

に掲げる基準に適合するかどうかを検討するも

のとする。 

 ａ 第１号関係  ａ 第１号関係 

 （ａ）～（ｅ） （略）  （ａ）～（ｅ） （略） 

 （ｆ）新規上場申請者が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、本所のみに新規上場申請

が行われる場合には、「上場申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）」に、次のイ及びロ

に掲げる事項が記載されていること。 

 （ｆ）新規上場申請者が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、本所のみに新規上場申請

が行われる場合には、「新規上場申請のため

の有価証券報告書（Ⅰの部）」に、次のイ及

びロに掲げる事項が記載されていること。 

  イ・ロ （略）   イ・ロ （略） 

（ｇ）（ａ）から前（ｆ）までの規定にかかわ

らず、新規上場申請者の発行する株券が既に

国内の他の金融商品取引所に上場しており、

新規上場申請者の企業内容等の開示実績が良

好である場合には、その状況を勘案して、審

査を行うこととする。 

 （新設） 

 ｂ～ｄ （略）  ｂ～ｄ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

（３） （１）又は前（２）の規定にかかわらず、

新規上場申請者が上場会社の人的分割により設

立される会社であって、当該分割前に上場申請

が行われた場合には、第１項各号に掲げる事項

の審査は、分割により承継する事業及び分割の

計画等について、（１）又は前（２）に掲げる

基準に適合するかどうかを検討するものとす

る。 

（３） （１）又は前（２）の規定にかかわらず、

新規上場申請者が上場会社の人的分割により設

立される会社であって、当該分割前に上場申請

が行われた場合には、第１項各号に掲げる事項

の審査は、新規上場申請書類及び質問等に基づ

き、分割により承継する事業及び分割の計画等

について、（１）又は前（２）に掲げる基準に

適合するかどうかを検討するものとする。 

（４） 第３項に規定する本所が定める期間は、

本所が上場申請を受理してから２か月とする。

（新設） 

  

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

（１） 株式の分布状況 （１） 株式の分布状況 

 ａ・ｂ （略）  ａ・ｂ （略） 
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 ｃ 元引受会員は、原則として上場に係る公募

等の申込期間終了の日から起算して３日目

（休業日を除外する。）の日までに、本所所

定の「公募又は売出実施通知書」を提出する

とともに、当該上場に係る公募等の内容を新

規上場申請者に通知するものとする。 

 ｃ 元引受会員は、原則として上場に係る公募

等の申込期間終了の日から起算して３日以内

に、本所所定の「公募又は売出実施通知書」

を提出するとともに、当該上場に係る公募等

の内容を新規上場申請者に通知するものとす

る。 

 ｄ～ｇ （略）  ｄ～ｇ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 純資産の額 

２．（５）の規定は第４号の場合に準用す

る。 

 

（４） 純資産の額 

 ａ ２．（５）ａからｇまでの規定は、第４号

の場合に準用する。この場合において、ｄ中

「直前事業年度の末日」とあるのは「上場日」

と読み替えるものとする。 

  ｂ 第４号に規定する「上場日における純資産

の額」とは、上場申請日の直前事業年度の末

日における純資産の額に、第１号ａに規定す

る上場申請にかかる公募により増加する純資

産の額を加算した額とする。 

（５） （略） （５） （略） 

  

５．の２ 第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査

基準）第２項関係 

５．の２ 第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査

基準）第２項関係 

（１）（略） （１）（略） 

（２） 削 除 （２） ２．の２（２）の規定は、第１号の場合

に準用する。 

  

５．の３ 第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査

基準）第３項関係 

５．の３ 第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査

基準）第３項関係 

（１）（略） （１）（略） 

（２） 削 除 （２） ２．の４（３）の規定は、第１号の場合

に準用する。 

  

６．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第４項関係 

６．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第４項関係 

（１） 第４項ただし書に規定する「株式の分布

状況に係る株券上場廃止基準に該当しないこ

（１） 第４項ただし書に規定する「株式の分布

状況に係る株券上場廃止基準に該当しないこ
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と」とは、株主数が１００人以上であることを

いうものとする。 

と」とは、株主数が５０人以上であることをい

うものとする。 

（２） （略） （２） （略） 

  

７．第７条（上場市場の変更審査）関係 ７．第７条（上場市場の変更審査）関係 

（１） 第１項の規定において準用する第２条第

１項各号に掲げる事項の審査は、１．（１）か

ら１．（４）までの規定に準じて行うものとす

る。この場合において、本所は、Ｑ－Ｂｏａｒ

ｄへの上場時から上場会社の事業内容、コーポ

レート・ガバナンス及び内部管理体制等に著し

い変更のないときは、その状況を勘案して、企

業の継続性及び収益性並びに上場後の企業内容

等の開示実績を中心に審査を行うことができる

ものとする。 

（１） １．から２．の４までの規定は、第１項

の場合に準用する。 

（２） ２．（５）の規定は、第１項の規定にお

いて準用する第４条第１項第５号に規定する純

資産の額について準用する。この場合において、

２．（５）中「新規上場申請日の属する事業年

度の初日以後に新規上場申請者が「上場申請の

ための四半期報告書」又は四半期報告書を作成

した場合」とあるのは、「市場変更申請日の属

する事業年度の初日（市場変更申請日がその直

前事業年度の末日から起算して１か月以内であ

る場合には、当該直前事業年度の初日）以後に

上場市場変更申請者が四半期報告書を作成した

場合」と、「「上場申請のための四半期報告書」

又は四半期報告書」とあるのは「四半期報告書」

と、「「上場申請のための有価証券報告書」」

とあるのは「直近の有価証券報告書」とそれぞ

れ読み替えるものとする。 

（２） ４．から５．の３までの規定は、第２項

の場合に準用する。 

（３） ２．（６）の規定は、第１項の規定にお

いて準用する第４条第１項第６号に規定する利

益の額について準用する。この場合において、

２．（６）中「上場申請日の属する事業年度の

初日」とあるのは「市場変更申請日の属する事

（新設） 
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業年度の初日（市場変更申請日がその直前事業

年度の末日から起算して１か月以内である場合

には、当該直前事業年度の初日）」と、「上場

申請日の直前事業年度の末日」とあるのは「市

場変更申請日の直前事業年度の末日（市場変更

申請日がその直前事業年度の末日から起算して

１か月以内である場合には、当該直前事業年度

の前事業年度の末日）」とそれぞれ読み替える

ものとする。 

（４） ２．（７）の規定は、第１項の規定にお

いて準用する第４条第１項第７号に規定する虚

偽記載または不適正意見等について準用する。

この場合において、２．（７）中「上場申請日

の直前事業年度の末日」とあるのは「市場変更

申請日の直前事業年度の末日（市場変更申請日

がその直前事業年度の末日から起算して１か月

以内である場合には、当該直前事業年度の前事

業年度の末日）」とそれぞれ読み替えるものと

する。 

（新設） 

（５） 第３項に規定する本所で定める期間は、

本所が上場市場の変更申請を受理してから

３か月とする 

（新設） 

  

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 

２ 改正後の１、２、２．の２、２．の４、２．

の５、５、５．の２、５．の３及び６の規定は、

この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

以後に上場申請を行う者から適用する。 

３ 改正後の７の規定は、施行日以後にＱ－Ｂｏ

ａｒｄからの上場市場の変更申請を行う者から

適用する。 
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上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（公募又は売出実施通知書の作成の時期等） 

第１条の５ 上場前公募等規則第３条の６第１項

に規定する「遅滞なく」とは、原則として上場

前の公募等の申込期間終了の日から起算して３

日目（休業日を除外する。）の日までをいうもの

とする。 

（公募又は売出実施通知書の作成の時期等） 

第１条の５ 上場前公募等規則第３条の６第１項

に規定する「遅滞なく」とは、原則として上場

前の公募等の申込期間終了の日から起算して３

日目の日までをいうものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

付  則   
この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 

 

 

 

-67-



 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 

５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第１項に規定する書類の提出は、次のａ

からｎまでに掲げる事項について決議又は決定

を行った場合に、当該ａからｎまでに定めると

ころにより行うものとする。 

（３） 第１項に規定する書類の提出は、次のａ

からｎまでに掲げる事項について決議又は決定

を行った場合に、当該ａからｎまでに定めると

ころにより行うものとする。 

 ａ～ｃの２ （略）  ａ～ｃの２ （略） 

 ｃの３ 第２条第１項第１号ｄの３に掲げる事

項 

  次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書類 

 ｃの３ 上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則第２条第１項第１号ｄ

の３に掲げる事項 

  次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる書類 

  （ａ）・（ｂ） （略）   （ａ）・（ｂ） （略） 

 ｄ～ｎ （略）  ｄ～ｎ （略） 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

  

９．の２ 第１０条（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場会社

における事業の状況等の関する書類の提出）関

係 

（新設） 

（１） 第１項に規定する書類については、本所

が適当と認める書類をもって当該書類の提出に

代えることができるものとする。 

 

（２） 第２項に規定する「本所が定める日」と

は、次のａ及びｂに定めるところによるものと

する。 

ａ 上場日から３年を経過した日の属する事業

年度の末日 

ｂ 前ａに規定する日から３年を経過するごと

の日 

 

（３） 第３項に規定する「本所が認める場合」

とは、第２条各項に規定により開示された事項

において、本所が必要と認めるものをいうもの

とする。 
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付  則   
１ この改正規定は、平成２４年５月１０日か

ら施行する。 

２ 改正後の９．の２（２）ａの規定は、改正

規定施行の日の前日において、本所に株券が

上場されているＱ－Ｂｏａｒｄの上場会社

については、改正規定施行の日以後に開始する

事業年度の末日を本所の定める日として適用す

る。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）第１項関係 １．第２条（上場廃止基準）第１項関係 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

 ａ 第５号に規定する「債務超過の状態」とは、

株券上場審査基準の取扱い２.（５）ｂに規定

する連結貸借対照表（比較情報(財務諸表等規

則第６条、連結財務諸表等規則第８条の３、

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則（平成１９年内閣府令第６３号）

第４条の３、四半期連結財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（平成１９年

内閣府令第６４号）第５条の３、中間財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和５２年大蔵省令第３８号）第３条の２

及び中間連結財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則（平成１１年大蔵省令第

２４号）第４条の２に規定する比較情報をい

う。以下同じ。)を除く。以下この号において

同じ。）に基づいて算定される純資産の額（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は、同取扱い２．（５）ｃに規定する貸

借対照表（比較情報を除く。以下この号にお

いて同じ。）に基づいて算定される純資産の額

とし、連結財務諸表規則第９５条の規定の適

用を受ける会社である場合はこれに相当する

額とする。）が負である場合をいう。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社（上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則第２

条第１項第４号に規定するＩＦＲＳ任意適用

会社をいう。以下同じ。）である場合は、当該

連結貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合は当該貸借対照表に基づいて

 ａ 第５号に規定する「債務超過の状態」とは、

株券上場審査基準の取扱い２.（５）ａに規定

する連結貸借対照表（比較情報(財務諸表等規

則第６条、連結財務諸表等規則第８条の３、

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則（平成１９年内閣府令第６３号）

第４条の３、四半期連結財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（平成１９年

内閣府令第６４号）第５条の３、中間財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和５２年大蔵省令第３８号）第３条の２

及び中間連結財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則（平成１１年大蔵省令第

２４号）第４条の２に規定する比較情報をい

う。以下同じ。)を除く。以下この号において

同じ。）に基づいて算定される純資産の額（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は、同取扱い２．（５）ｂに規定する貸

借対照表（比較情報を除く。以下この号にお

いて同じ。）に基づいて算定される純資産の額

とし、連結財務諸表規則第９５条の規定の適

用を受ける会社である場合はこれに相当する

額とする。）が負である場合をいう。ただし、

ＩＦＲＳ任意適用会社（上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則第２

条第１項第４号に規定するＩＦＲＳ任意適用

会社をいう。以下同じ。）である場合は、当該

連結貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合は当該貸借対照表に基づいて
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算定される純資産の額）に相当する額（会計

基準の差異による影響額（本所が必要と認め

るものに限る。）を除外した額をいう。）が負

である場合をいうものとする。 

算定される純資産の額）に相当する額（会計

基準の差異による影響額（本所が必要と認め

るものに限る。）を除外した額をいう。）が負

である場合をいうものとする。 

 ｂ・ｃ （略）  ｂ・ｃ （略） 

 ｄ 第５号ただし書に規定する「本所が適当と

認める場合」に適合するかどうかの審査は、

猶予期間の最終日の属する連結会計年度（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合には事業年度）に係る決算の内容を上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則第２条第１項第３号の定めると

ころにより開示するまでの間において、再建

計画（第５号ただし書に定める「１か年以内

に債務超過の状態でなくなる」ための経営計

画を含む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並びに

次の（ａ）及び（ｂ）に定める書類に基づき

行うものとする。 

 ｄ 第５号ただし書に規定する「本所が適当と

認める場合」に適合するかどうかの審査は、

猶予期間の最終日の属する連結会計年度（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合には事業年度）に係る決算の内容を上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則第２条第１項第３号の定めると

ころにより開示するまでの間において、再建

計画（第５号ただし書に定める「１か年以内

に債務超過の状態でなくなる」ための経営計

画を含む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並びに

次の（ａ）及び（ｂ）に定める書類に基づき

行うものとする。 

 （ａ）次のイからハの区分に従い、当該イから

ハに規定する書面 

 （ａ）次のイ又はロの区分に従い、当該イ又は

ロに規定する書面 

  イ～ハ （略）   イ～ハ （略） 

 （ｂ） （略）  （ｂ） （略） 

 ｅ・ｆ （略）  ｅ・ｆ （略） 

（６）～（１６） （略） （６）～（１６） （略） 

  

  

２．第２条の２（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場廃止基準）

関係 

２．第２条の２（Ｑ－Ｂｏａｒｄの上場廃止基準）

関係 

（１） 株式の分布状況 （１） 株式の分布状況 

 ａ １．（２）ｂ及びｃ並びにｆからｋまでの規

定は、第１号（ただし書を除く。）の場合に準

用する。この場合において、１．（２）ｂ中「第

２号ａの（２）に規定する「１か年以内に上

場株式数の８０％以下とならないとき」又は

同号ｂに規定する「１５０人以上とならない

 ａ １．（２）ｂ及びｃ並びにｆからｋまでの規

定は、第１号（ただし書を除く。）の場合に準

用する。この場合において、１．（２）ｂ中「第

２号ａの（２）に規定する「１か年以内に上

場株式数の８０％以下とならないとき」又は

同号ｂに規定する「１５０人以上とならない
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とき」」とあるのは「第１号に規定する「１か

年以内に１００人以上とならないとき」」と、

「上場株式数の８０％以下とならないとき又

は１５０人以上とならないとき」とあるのは

「１００人以上とならないとき」と、１．（２）

ｈからｋまでの規定中「第２号ｂ」とあるの

は「第１号」と読み替える。 

とき」」とあるのは「第１号に規定する「１か

年以内に５０人以上とならないとき」」と、「上

場株式数の８０％以下とならないとき又は１

５０人以上とならないとき」とあるのは「５

０人以上とならないとき」と、１．（２）ｈか

らｋまでの規定中「第２号ｂ」とあるのは「第

１号」と読み替える。 

 ｂ （略）  ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

（２）の２ 業績 （新設） 

ａ 第３号の２に規定する「最近４連結会計年

度」とは、直前連結会計年度（上場会社が連

結財務諸表を作成すべき会社でない場合には

直前事業年度）の末日からさかのぼって４連

結会計年度（上場会社が連結財務諸表を作成

すべき会社でない期間がある場合は、当該期

間については、事業年度と読み替えるものと

する。）をいうものとする。 

 

 ｂ 第３号の２に規定する「営業利益」とは、

連結損益計算書等（比較情報を除く。）（審査

対象期間において上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社でない期間がある場合は、当

該期間については、損益計算書（比較情報を

除く。））に記載される営業利益をいうものと

する。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用

会社である場合は、連結損益計算書上の営業

利益に相当する額をいうものとする。 

 

 ｃ 第３号の２に規定する「営業活動によるキ

ャッシュ・フロー」とは、連結キャッシュ・

フロー計算書（審査対象期間において上場会

社が連結財務諸表を作成すべき会社でない期

間がある場合は、当該期間については、キャ

ッシュ・フロー計算書）に記載される営業活

動によるキャッシュ・フローをいうものとす

る。ただし、上場会社が連結財務諸表規則第

９３条又は第９５条の規定の適用を受ける場
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合は、連結キャッシュ・フロー計算書上の営

業活動によるキャッシュ・フローに相当する

額をいうものとする。 

 ｄ 第３号の２に規定する「１か年以内に営業

利益又は営業活動によるキャッシュ・フロー

の額が正とならないとき」とは、第３号の２

に規定する「最近４連結会計年度における営

業利益及び営業活動によるキャッシュ・フロ

ーが負」となった審査対象連結会計年度（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合には審査対象事業年度）の末日の翌日

から起算して１年を経過する日（事業年度の

末日の変更により当該１年を経過する日が上

場株券の発行者の事業年度の末日に当たらな

いときは、当該１年を経過する日の後最初に

到来する事業年度の末日）までの期間におい

て営業利益又は営業活動によるキャッシュ・

フローの額が正とならないときをいうものと

する。 

 

（３） （略） （３） （略） 

  

  

付  則   

１ この改正規定は、平成２４年５月１０日か

ら施行する。 

２ 改正後の２．（２）の２の規定は、この改

正規定施行の日の前日において本所に株券

が上場されているＱ－Ｂｏａｒｄの上場会

社については、平成２４年４月１日以後に開

始する連結会計年度を最初の連結会計年度

として適用する。 
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監理銘柄及び整理銘柄に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（監理銘柄、整理銘柄への指定） 

第３条 監理銘柄又は整理銘柄への指定は、次の

各号に定めるところによる。 

（１） 株券（優先株、投資信託受益証券及び投資

証券を除き、上場優先出資証券及び上場外国株預

託証券等を含む。以下同じ。）については、次の

とおりとする。 

（監理銘柄、整理銘柄への指定） 

第３条 監理銘柄又は整理銘柄への指定は、次の

各号に定めるところによる。 

（１） 株券（優先株、投資信託受益証券及び投資

証券を除き、上場優先出資証券及び上場外国株預

託証券等を含む。以下同じ。）については、次の

とおりとする。 

ａ 監理銘柄への指定 
上場株券が次のいずれかに該当する場合に

は、当該株券を監理銘柄に指定することがで

きる。この場合において、（ｈ）の２、（ｈ）

の３、（ｊ）、（ｋ）、（ｍ）の５又は（ｎ）に該

当する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、

それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定

する。 

ａ 監理銘柄への指定 
上場株券が次のいずれかに該当する場合に

は、当該株券を監理銘柄に指定することがで

きる。この場合において、（ｈ）の２、（ｈ）

の３、（ｊ）、（ｋ）、（ｍ）の５又は（ｎ）に該

当する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、

それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定

する。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 上場会社が株券上場廃止基準第２条第

１項第５号（同条第２項若しくは第３項又は

同基準第２条の２第１項第３号、第２項若し

くは第３項の規定による場合を含む。）に該当

する状態にある旨の発表等を行った場合であ

って、同号に該当するかどうかを確認できな

いとき。 

（ｄ） 上場会社が株券上場廃止基準第２条第

１項第５号（同条第２項若しくは第３項又は

同基準第２条の２第１項第４号、第２項若し

くは第３項の規定による場合を含む。）に該当

する状態にある旨の発表等を行った場合であ

って、同号に該当するかどうかを確認できな

いとき。 

 （ｄ）の２ 上場会社が株券上場廃止基準第２

条の２第１項第３号の２（第２項若しくは第

３項の規定による場合を含む。）に該当する状

態にある旨の発表等を行った場合であって、

同号に該当するかどうかを確認できないと

き。 

 （新設） 

 （ｅ）～（ｎ） （略）  （ｅ）～（ｎ） （略） 

 ｂ （略）  ｂ （略） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

（監理銘柄、整理銘柄への指定期間） 

第４条 前条に規定する銘柄の監理銘柄又は整理

銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところ

（監理銘柄、整理銘柄への指定期間） 

第４条 前条に規定する銘柄の監理銘柄又は整理

銘柄への指定期間は、次の各号に定めるところ
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による。 による。 

 （１） 株券については、次のとおりとする。  （１） 株券については、次のとおりとする。 
  ａ 監理銘柄への指定期間 

監理銘柄への指定期間は、次の（ａ）か

ら（ｅ）までに定める日から本所が株券上

場廃止基準に該当するかどうかを認定した

日までとする。ただし、前条第１号ａの（ｎ）

の場合において、次の（ｅ）に定める日か

ら１年を超えることとなるときは、当該日

から１年目の日以降の日でその都度本所が

定める日までとする。 

  ａ 監理銘柄への指定期間 
監理銘柄への指定期間は、次の（ａ）か

ら（ｅ）までに定める日から本所が株券上

場廃止基準に該当するかどうかを認定した

日までとする。ただし、前条第１号ａの（ｎ）

の場合において、次の（ｅ）に定める日か

ら１年を超えることとなるときは、当該日

から１年目の日以降の日でその都度本所が

定める日までとする。 
   （ａ）～（ｄ） （略）    （ａ）～（ｄ） （略） 

   （ｅ） 前条第１号ａの（ａ）の２、（ｂ）

の２、（ｃ）、（ｄ）、（ｄ）の２、（ｆ）、

（ｈ）の２、（ｈ）の３、（ｊ）、（ｋ)、
（ｋ）の２及び（m）の２から（n）の
場合 

   （ｅ） 前条第１号ａの（ａ）の２、（ｂ）

の２、（ｃ）、（ｄ）、（ｆ）、（ｈ）の２、

（ｈ）の３、（ｊ）、（ｋ)、（ｋ）の２及
び（m）の２から（n）の場合 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

 （２）～（４）  （２）～（４） 

２ （略） ２ （略） 

  

付  則  

この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 
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東日本大震災による被災企業に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第２条（株券上場審査基準の特例）関係 ２．第２条（株券上場審査基準の特例）関係 

（削る） （１） 第２条第１項の規定の適用を受ける新規

上場申請者については、次のとおり取り扱うも

のとする。 

ａ 株券上場審査基準の取扱い２．（５）の規定

は、第２条第１項の規定の適用を受ける新規

上場申請者について準用する。ただし、第２

条第１項において読み替えて適用する場合の

株券上場審査基準第４条第１項第５号ただし

書の適用を受ける場合にあっては、本所が適

当と認める財務書類に基づいて算定される純

資産の額について審査対象とするものとす

る。 

ｂ 第２条第１項の規定の適用を受ける新規上

場申請者は、同項において読み替えて適用す

る株券上場審査基準第４条第１項第５号に定

める基準に適合することを説明する書面を提

出するものとする。 

（削る） （２） 第２条第２項の規定の適用を受ける新規

上場申請者についての株券上場審査基準の取扱

い２．（６）の規定の適用については、同取扱い

中「及び債務免除益の金額」とあるのは「、債

務免除益の金額及び東日本大震災に起因した特

別損失」とする。 

（１） 第２条第１項の規定の適用を受ける新規

上場申請者（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請

者を除く。）についての株券上場審査基準の取扱

い２．（７）の規定の適用については、同取扱い

ｄ中「記載されていない場合」とあるのは「記

載されていない場合並びに監査報告書及び四半

期レビュー報告書において、東日本大震災に起

因して公認会計士等の「除外事項を付した限定

付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結

論」が記載されている場合」とする。 

（３） 第２条第３項の規定の適用を受ける新規

上場申請者（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請

者を除く。）についての株券上場審査基準の取扱

い２．（７）の規定の適用については、同取扱い

ｄ中「記載されていない場合」とあるのは「記

載されていない場合並びに監査報告書及び四半

期レビュー報告書において、東日本大震災に起

因して公認会計士等の「除外事項を付した限定

付適正意見」又は「除外事項を付した限定付結

論」が記載されている場合」とする。 
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（２） 第２条第１項の規定の適用を受ける新規

上場申請者（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請

者に限る。）についての株券上場審査基準の取扱

い５．（５）の規定の適用については、同取扱い

ｂ中「記載されていない場合」とあるのは「記

載されていない場合並びに監査報告書、中間監

査報告書及び四半期レビュー報告書において、

東日本大震災に起因して公認会計士等の「除外

事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項

を付した限定付結論」が記載されている場合」

とする。 

（４） 第２条第３項の規定の適用を受ける新規

上場申請者（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請

者に限る。）についての株券上場審査基準の取扱

い５．（５）の規定の適用については、同取扱い

ｂ中「記載されていない場合」とあるのは「記

載されていない場合並びに監査報告書、中間監

査報告書及び四半期レビュー報告書において、

東日本大震災に起因して公認会計士等の「除外

事項を付した限定付適正意見」又は「除外事項

を付した限定付結論」が記載されている場合」

とする。 
  

  

付  則   
この改正規定は、平成２４年５月１０日から

施行する。 
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退職給付会計基準の適用等に関する有価証券上場規程に関する 

取扱い要領の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１． 退職給付会計基準の適用により生じる会計

基準変更時差異に関する取扱いの特例 
１． 退職給付会計基準の適用により生じる会計

基準変更時差異に関する取扱いの特例 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 株券上場審査基準第４条（上場審査基準）

第１項関係 

退職給付会計基準の適用により会計基準変

更時差異（費用の減額処理が行われるべきも

のを除く。）が発生した新規上場申請者に対

する株券上場審査基準第４条第１項第５号

及び第６号の規定の適用に当たっては、株券

上場審査基準の取扱い２．（５）ｂに規定す

る四半期連結貸借対照表に基づいて算定さ

れる純資産の額並びに同ｃ及びｄに規定す

る四半期貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額について、それぞれ、会計基準変

更時差異未処理額（会計基準変更時差異から

直前四半期会計期間以前において費用理処

された額を控除した額をいう。）を控除した

うえで税効果相当額を加算するともに、同取

扱い２．（６）ａに規定する連結損益計算書

等に基づいて算定される利益の額及び同ｂ

に規定する損益計算書に基づいて算定され

る利益の額について、それぞれ、審査対象事

業年度において会計基準変更時差異として

費用処理された額を加算する（株券上場審査

基準の取扱い２．（５）ｍにより読み替えて

準用する場合にあっては、同２．（５）ｂに

規定する連結貸借対照表に基づいて算定さ

れる純資産の額並びに同２．（５）ｃ及び２．

（５）ｄに規定する貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額について、それぞれ、会

計基準変更時差異未処理額（会計基準変更時

（２） 株券上場審査基準第４条（上場審査基準）

第１項関係 

退職給付会計基準の適用により会計基準変

更時差異（費用の減額処理が行われるべきも

のを除く。）が発生した新規上場申請者に対

する株券上場審査基準第４条第１項第５号

及び第６号の規定の適用に当たっては、株券

上場審査基準の取扱い２．（５）ａに規定す

る連結貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額及び同ｂに規定する貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額について、そ

れぞれ、会計基準変更時差異未処理額（会計

基準変更時差異から直前事業年度以前の事

業年度において費用処理された額を控除し

た額をいう。）を控除したうえで税効果相当

額を加算するとともに、同取扱い２．（６）

ｂに規定する連結損益計算書等に基づいて

算定される利益の額及び同ｃに規定する損

益計算書に基づいて算定される利益の額に

ついて、それぞれ、審査対象事業年度におい

て会計基準変更時差異として費用処理され

た額を加算することができるものとする。 
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差異から直前事業年度以前において費用処

理された額を控除した額をいう。）を控除し

たうえで税効果相当額を加算する。）ことが

できるものとする。 

２．退職給付会計基準を適用する事業年度前の事

業年度において、退職給与引当金に係る会計基

準を変更することにより退職給与引当金の積

増しを行っている場合における影響額に関す

る取扱いの特例（株券上場審査基準第４条（上

場審査基準）第１項関係） 

２．退職給付会計基準を適用する事業年度前の事

業年度において、退職給与引当金に係る会計基

準を変更することにより退職給与引当金の積

増しを行っている場合における影響額に関す

る取扱いの特例（株券上場審査基準第４条（上

場審査基準）第１項関係） 

退職給付会計基準を適用する事業年度前の

事業年度（平成１０年６月以後に終了する事業

年度に限る。）において、退職給与引当金に係

る会計基準を変更することにより退職給与引

当金の積増しを行っている新規上場申請者に

対する株券上場審査基準第４条第１項第６号

の規定の適用に当たっては、当該会計基準の変

更が正当な理由に基づくものと認められてい

る場合には、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ａに規定する連結損益計算書等に基づい

て算定される利益の額及び同ｂに規定する損

益計算書に基づいて算定される利益の額につ

いて、それぞれ、審査対象事業年度における当

該会計基準の変更による影響額（過年度に係る

影響額に限る。）を加算することとする。 

退職給付会計基準を適用する事業年度前の

事業年度（平成１０年６月以後に終了する事業

年度に限る。）において、退職給与引当金に係

る会計基準を変更することにより退職給与引

当金の積増しを行っている新規上場申請者に

対する株券上場審査基準第４条第１項第６号

の規定の適用に当たっては、当該会計基準の変

更が正当な理由に基づくものと認められてい

る場合には、株券上場審査基準の取扱い２．

（６）ｂに規定する連結損益計算書等に基づい

て算定される利益の額及び同ｃに規定する損

益計算書に基づいて算定される利益の額につ

いて、それぞれ、審査対象事業年度における当

該会計基準の変更による影響額（過年度に係る

影響額に限る。）を加算することとする。 

  

付  則 

 この改正規定は、平成２４年５月１０日から施

行する。 
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